
61

明
治
前
期
小
学
校
に
お
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じ

め
に

　
学
校
に
お
け
る
生
徒
集
団
の
区
分
・
分
類
の
基
準
に
は
，
年
齢
（
生

活

年
齢
）
，
能
力
，
学
力
，
性
，
志
望
・
進
路
，
障
害
等
と
い
っ
た
質
的
基

準
と
生
徒
数
と
い
う
量
的
基
準
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
の
う
ち
ど
れ

を

優
先

的
に

取
り

上
げ

る
か

に
よ
っ
て
，
様
々
な
生
徒
集
団
が
現
出
す
る
。

こ
の

区
分

の
基

準
は

，
学

校
の
機
能
の
中
心
を
教
授
と
見
る
の
か
訓
育
と

見
る
の
か
，
社
会
化
と
見
る

の
か
個
性
化
と
見
る
の
か
，
学
級
と
い
う
集

団
を
学
習
集
団
と
見
る
の
か
生
活
集
団
と
み
る
の
か
，
さ
ら
に
，
教
育

課

程
の
履
修
形
態
な
い
し
進
級

・
卒
業
制
度
と
の
関
連
で
言
え
ば
，
履
修
主

義
修
得
主

義
の

い
ず

れ
を

採
る

の
か

，
と

い
っ

た
こ

と
と

深
く

関
わ

っ

て
い
る
。
小
論
を
含
め
た
「

『
日
本
的
』
学
級
シ
ス
テ
ム
の
形
成
」
研
究

で
は
，
日
本
の
学
級
の
特
徴

を
，
教
育
課
程
，
な
い
し
教
育
自
標
・
内
容

の
修
得
，
言
い
換
え
れ
ば
学

力
の
達
成
を
問
題
と
し
な
い
，
あ
る
い
は
問

題
と
し
た
と
し
て
も
二
次
的

に
し
か
問
題
と
し
な
い
履
修
主
義
を
基
盤
と

す
る
年
齢
別
学
級
と
捉
え
，
こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
く
る
の
か
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
明
治
前
期
の
ク
ラ
ス
］
）
に
関
わ
る

一

つ
の
仮
説
は
，
資
格
認
定
型
の
等
級
制
の
も
と
で
も
，
授
業
内
外
に
お

け

る
日
常
的
学
業
評
価
，
行
状
評
価
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
進
級
に
お
け

る
資
格
認
定
基
準
が
暖
昧
に
な
る
傾
向
が
あ
り
，
こ
の
こ
と
と
合
級
制
が

常
態
化
し
て
い
た
こ
と
等
が
あ
い
ま
っ
て
，
実
態
と
し
て
は
単
級
学
校
に

お
け
る
学
力
・
年
齢
異
質
の

ク
ラ
ス
編
制
が
現
出
し
て
お
り
，
こ
れ
が
学

級
制
を
受
け
入
れ
る
素
地
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
，
前
稿
2）

で
は
，
等
級
制
の

も
と

で
の

試
験

に
よ

る
進

級
実
態
を
量
的
に
明
ら
か
に
し
た
。
小
論
で
は

明
治
前
期
小
学
校
に
お
け
る
等
級
制
か
ら
学
級
制
へ
の
移
行
過
程
に
お

け

る
，

ク
ラ

ス
の

区
分

原
理

の
展
開
と
そ
の
も
と
で
の
生
徒
集
団
の
集
団
と

し
て

の
特

徴
を

考
察

す
る

。
対
象
と
す
る
時
期
は
学
制
期
か
ら
第
二
次
小

学
校
令
公
布
の
頃
ま
で
で
あ
り
，
第
二
次
小
学
校
令
の
も
と
で
だ
さ
れ

た

「
学
級
編
制
等
二
関
ス
ル
規
則
」
の
も
と
で
の
単
級
学
校
の
実
態
な
ど
は

稿
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
次
稿
で
は
，
進
級
に
関
わ

る

評
価
制
度
の
分
析
を
行
い
，
併
せ
て
前
述
の
仮
説
に
つ
い
て
の
全
体
的

考

察
を

行
う
予
定
で
あ
る
。

　
さ
て
，
概
括
的
に
言
え
ば
，
日
本
の
小
学
校
の
ク
ラ
ス
は
，
①
学
制

期

以
降
の
修
得
主
義
を
特
徴
と

す
る
等
級
制
（
学
力
同
質
，
年
齢
異
質
）
か

ら
，

②
「

学
級

編
制

等
二
関
ス
ル
規
則
］
（
1
89
D
以
降
の
単
級
学
校

（
学

力
異

質
，

年
齢

異
質

）
を
経
て
，
③
第
三
次
小
学
校
令
（
1
90
0年

）

に
お
け
る
「
試
験
」
に
よ
る
卒
業
（
進
級
）
認
定
の
廃
止
，
お
よ
び
就

学

率
の
向
上
等
に
よ
る
学
校
規
模
の
拡
大
と
い
っ
た
要
因
に
よ
っ
て
，
履

修

主
義
に
基
づ
く
年
齢
（
学
年

）
別
学
級
（
学
力
異
質
，
年
齢
同
質
）
が
成

立
し
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

先
行
研
究
で
は
，
①
か
ら
②
，
③
へ
の
変
化

を
，

教
育

目
的

に
お

け
る

知
育

（
教

授
〉

か
ら

徳
育

（
訓

育
）

へ
の

シ
フ

ト
に
対
応
す
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
で
～
致
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
，
濱

名
は

ク
ラ

ス
の

教
育

機
能

の
変

化
を

教
授

機
能

と
訓

育
機

能
の

二
側

面
に

つ
い

て
，

「
仮

説
の

段
階

」
と

断
り

な
が

ら
も

，
潜

在
性

，
顕

在
性

の
軸

で
分

け
，

上
記

①
か

ら
③

に
つ

い
て

，
①

教
授

機
能

顕
在

，
訓

育
機

能
潜

在
，

②
教

授
機

能
潜

在
，

訓
育

機
能

顕
在

，
③

教
授

機
能

顕
在

，
訓

育
機

能
顕
在
，
と
類
型
化
し
て
い
る
3）

。
し
か
し
，
た
と
え
ば
，
等
級
制
の
時

代
に
あ
っ
て
も
，
訓
育
は
行
わ
れ
て
お
り
，
「
行
状
」
「
品
行
」
，
あ
る
い

は
授

業
に

お
け

る
「

態
度

」
の

評
定

が
進

級
に

少
な

か
ら

ぬ
影

響
を

与
え

て
い

る
。

こ
の

点
で

は
ク

ラ
ス

に
お

け
る

訓
育

そ
の

も
の

の
内

実
の

変
化

が
，

①
か

ら
②

，
③

へ
の

変
化

と
ど

の
よ

う
に

対
応

し
て

い
る

の
か

が
検

討
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

，
②

の
段

階
に

あ
っ

て
も

，
教

授
機

能
が

稲
対

的
に

後
景

に
退

い
た

の
は

確
か

で
あ

る
に

し
て

も
，

小
学

校
が

全
く

訓
育

学
校

と
し

て
構

想
さ

れ
た

訳
で

は
な

く
，

卒
業

，
そ

し
て

実
態

と
し

て
は

進
級

も
基

本
的

に
試

験
に

依
っ

て
い

た
。

し
た

が
っ

て
，

同
様

に
教

授
そ

の
も

の
の

内
実

の
変

化
と

の
閤

係
が

問
わ

れ
な

く
て

は
な

ら
な

い
だ

ろ
う

。
ま

た
，

②
，

③
の

区
分

原
理

の
第

一
は

あ
く

ま
で

生
徒

数
と

い
う

量
的

基
準

で
あ

り
，

年
齢

別
学

級
は

結
果

的
に

現
出

し
た

も
の

で
あ

る
。
こ
の
点
で
は
，
従
来
あ
ま
り
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
，
等
級
制
の
も

と
で
の
量
的
基
準
の
議
論
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

1　
等
級
制
と
生
徒
集
団
編
成
一
理
念
型

＊
鳥
取

大
学

教
育

地
域

科
学

部

キ
ー

ワ
ー

ド
：

学
級

，
等

級
制
，
合
級
教
授

　
1　

等
級
制

　
学

制
（

1872（
明

治
5）

年
8月

）
で

採
ら

れ
た

小
学

校
生

徒
の

集
団

編
成

は
，

幕
藩

体
制

期
の

藩
校

，
私

塾
で

採
ら

れ
て

い
た

等
級

制
で

あ
っ

た
。

　
学

制
で

は
，

小
学

校
を

，
尋

常
小

学
，

女
児

小
学

，
村

落
小

学
，

貧
人

小
学

（
仁

恵
小

学
）

，
小

学
私

塾
，

幼
稚

小
学

に
分

け
て

お
り

　
（

第
21

章
）

，
階

層
，

性
別

，
地

方
の

実
状

に
，

学
校

種
で

応
じ

る
と

い
う

制
度

を
示

し
て

い
た

。
ま

た
，

家
塾

へ
の

就
学

も
認

め
た

。
し

か
し

，
学

制
期

の
は

じ
め

に
お

い
て

，
地

方
で

は
，

尋
常

小
学

が
あ

く
ま

で
正

則
と

見
な

さ
れ

て
お

り
，

そ
の

設
立

に
力

が
注

が
れ

た
。

　
尋

常
小

学
は

，
学

制
第

27章
に

お
い

て
f尋

常
小

学
ヲ

分
テ

上
下

二
等

ト
ス

此
二

等
ハ

男
女

共
必

ス
卒

業
ス

ヘ
キ

モ
ノ

ト
ス

j「
下

等
小

学
ハ
六

歳
ヨ

リ
九

歳
マ

テ
上

等
小

学
ハ

十
歳

ヨ
リ

ー
三

歳
マ

テ
ニ

卒
業

セ
シ

ム
ル

ヲ
法

則
ト

ス
但

事
情

ニ
ヨ

リ
ー

概
二

行
ハ

レ
サ

ル
時

ハ
勘

酌
ス

ル
モ

妨
ナ

シ
」

と
し

て
，

下
等

，
上

等
の

在
学

年
齢

の
原

則
が

示
さ

れ
，

翌
月

別
冊

f
小

学
教

貝
1］

」
に

お
い

て
，

「
小

学
ヲ

分
ケ

テ
上

下
二

等
ト

ス
下

等
ハ

六
歳

ヨ
リ

九
歳

二
止

リ
上

等
ハ

十
歳

ヨ
リ

ー
三

歳
二

終
リ

上
下

合
セ

テ
在

学
八

年
ト
ス
」
（
第
1章

〉
と
し
て
在
学
期
間
が
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
，
下

等
・

上
等

各
小

学
校

の
課

程
の

区
分

に
つ

い
て

「
下

等
小

学
ノ

課
程

ヲ
分

チ
八

級
ト

ス
毎

級
六

ケ
月

ノ
習

業
ト

定
メ

始
テ

学
二

入
ル

者
ヲ

第
八

級
ト

シ
次
第
二
進
テ
第
一
級
二
至
ル
］
と
し
て
，
上
等
・
下
等
小
学
各
8級

，

修
業

期
間

各
4年

，
1級

毎
の

修
業

期
間

6ヶ
月

の
半

年
進

級
制

と
定

甑



］
1

惨
．
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2

山
根
俊
喜
　
明

治
前

期
小

学
校

に
お

け
る

生
徒

集
団

の
区

分
原

理
の

展
開

め
，
各
級
別
の
教
科
目
と
そ
の
程
度
，
授
業
時
間
数
が

示
さ

れ
た

。
さ

ら

に
，
同
年
12

月
「
小
挙
教
則
概
表
」
で
，
各
級
の
年
齢

の
対

応
が

示
さ

れ

た
。

　
こ

こ
で

，
進

級
，

そ
し

て
卒

業
の

認
定

は
試

験
に
よ

る
も

の
と

さ
れ

た
。
す
な
わ
ち
，
学
制
第
4
8
章
で
は
「
生
徒
ハ
諸
学
科

二
於

テ
必

ス
其

等

級
ヲ
踏
マ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
，
故
に
「
一
級
毎
二
必

ス
試

験
ア

リ
ー

級
卒
業
ス
ル
者
ハ
試
験
状
ヲ
渡
シ
試
験
状
ヲ
得
ル
モ
ノ
ニ

非
サ

レ
ハ

進
級

ス
ル
ヲ
得
ス
」
，
第
4
9
章
「
生
徒
学
等
ヲ
終
ル
時
ハ
大
試

験
ア

リ
　

小
学

ヨ
リ
中
学
二
移
リ
中
学
ヨ
リ
大
学
二
移
ル
等
ノ
類
」
と
し

，
私

学
・

私
塾

の
生
徒
も
同

様
（
第
5
3
章
）
と
し
た
。
ま
た
「
試
験
ノ
時

生
徒

優
等

ノ
モ

ノ
ニ
ハ
褒
賞

ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
」
（
第
51

章
）
と

し
て

，
褒

賞
に

よ
っ

て
受

験
へ
の
，
し
た
が
っ
て
学
校
で
の
挙
習
へ
の
動
機
づ
け
を
図
ろ

う
と

し
た

。

　
「
学
制
」

実
施
に
関
す
る
当
面
の
計
画
と
し
て
，
公

布
の

数
ヶ

月
前

に

文
部
省
か
ら
「
学
制
」
草
案
と
と
も
に
左
院
に
提
出
さ
れ

た
「

当
今

着
手

ノ
順

序
」

で
は
，
「
生
徒
階
級
ヲ
踏
ム
極
メ
テ
厳
ナ
ラ
シ
ム
ヘ
キ
事
」
と

い
う
一
項
が
あ
り
「
従
来
ノ
弊
生
徒
規
則
ヲ
不
踏
近
下

ナ
ル

モ
ノ

ヲ
以

テ

卑
シ
ト
シ
動

モ
ス
レ
ハ
高
尚
二
馳
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
其
成
就

ス
ル

ノ
幾

稀
ナ

リ
不

知
近

下
ハ
高
尚
ノ
基
タ
ル
事
ヲ
故
二
生
徒
ヲ
シ
テ
必
ス
其
成
ス
ヲ
期

セ
ン
ト
欲
ス

毫
モ
姑
息
ノ
進
級
ヲ
セ
シ
ム
ヘ
カ
ラ
ス
」

と
し

て
，

等
級

を

下
級
か
ら
上

級
へ
，
厳
格
な
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

，
一

歩
一

歩
「
階
級
」
を
登
っ
て
行
く
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
た

。
そ

の
さ

い
の

進
級
の
基
準

は
，
等
級
に
割
り
当
て
ら
れ
た
「
課
程
」
，

す
な

わ
ち

教
育

内
容

く
目

標
）
の
習
得
の
度
合
い
で
あ
り
，
等
級
は
教
育
課
程
の
難
易
，

高
下
の
階
層

序
列
，
す
な
わ
ち
グ
レ
イ
ド
を
示
す
概
念
で

あ
っ

た
。

し
た

が
っ

て
，

進
級
・
卒
業
試
験
は
，
資
格
認
定
型
の
試
験
で

あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た

，
等
級
制
と
試
験
の
重
要
性
に
つ
い
て
は

，
上

記
の

文
部

省

の
小
学
教
則
以
上
に
当
時
の
小
学
校
の
教
貝
り
に
大
き
な

影
響

力
を

も
っ

た
，
師
範
学

校
編
纂
の
「
小
学
教
則
」
（
1
8
7
3
（
明
治

6）
年

5
月

改
言

D

や
，
現
場
教

師
の
授
業
の
指
針
と
し
て
広
く
読
ま
れ
た
，

初
代

師
範

学
校

長
，
諸
葛
信

澄
が
著
し
た
『
小
学
教
師
必
携
』
（
18

7
3（

明
治

6
）

年
1
2

月
）

で
も

繰
り
返
し
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。

　
師

範
学

校
編
纂
の
「
小
挙
教
則
」
で
は
，
「
学
制
」
男
‖
冊
の
「
小
学
教

則
」
と
同
じ

く
上
等
・
下
等
各
8
級
の
教
育
課
程
を
示
し
，

こ
れ

に
次

の

よ
う

な
注

釈
を

加
え

て
い

る
。

　
一

，
教

則
中
毎
級
六
箇
月
間
ノ
習
業
ト
定
ム
ト
難
モ
生

徒
学
術
進
歩
ノ

都
合
ニ
ヨ
リ
テ
掛
酌
増
滅
ハ
教
師
ノ
意
二
任
ス
ヘ
シ

　
ー

，
教

則
二
掲
示
ス
ル
毎
級
ノ
諸
課
ハ
必
ス
同
一
二
習

熟
セ
シ
メ
勉
メ

テ
同

時
二

同
級
ヲ
終
ラ
シ
ム
ヘ
シ

　
～
，
毎
級
卒
業
ノ
者
ハ
試
験
ヲ
経
テ
昇
級
セ
シ
メ
落
第

ノ
者

ハ
猶

其
級

二
止

マ
ル

ヲ
法
ト
ス

　
こ

こ
で

は
，
「
同
時
二
同
級
」
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
（

「
卒
業
」
す
な
わ

ち
「

履
修

」
）

が
理

想
と

さ
れ

て
い

る
が

，
「

卒
業

」
し
て

も
試

験
に

合
格

し
な

か
っ

た
者

（
す

な
わ

ち
「

修
得

」
し

な
か

っ
た
者

）
は

原
級

留
置

（
落

第
）

さ
せ
，
ま
た
「
習
業
」
期
間
も
生
徒
の
進
度
に
よ
り
教
師
が
増

減
し
て
よ
い
と
い
う
よ
う
に
，
等
級
は
，
あ
く
ま
で
，
修

業
期

間
よ

り
学

業
の

達
成

，
あ
る
い
は
学
力
の
程
度
を
示
す
も
の
と
捉
え

ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
，
諸

葛
『
小
学
教
師
必
携
』
の
「
緒
言
」
で
は
，

次
の

よ
う

に
述

べ
ら
れ
て
い

る
。

　
一

　
生

徒
学

術
ノ

進
歩

二
従

ヒ
，

精
密

二
階

級
ヲ

分
ツ

コ
ト

緊
要

ナ

リ
，

若
シ

階
級
ノ
分
段
，
不
精
密
ナ
ル
ト
キ
ハ
，
是
ガ
為
二
，
学
術
ノ
進

歩
ヲ
妨
グ
ル

モ
ノ
ナ
リ
，

　
一
　
生
徒

ヲ
シ
テ
，
乙
ノ
級
ヨ
リ
甲
ノ
級
二
進
マ
シ
ム

ル
ト

キ
ハ

，
先

ツ
卒
業
シ
タ
ル
諸
科
ヲ
試
験
シ
，
充
分
其
試
験
二
，
及
第

ス
ル

者
二

非
ザ

レ
バ
，
登
級
セ
シ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
，
其
落
第
ス
ル
者
二
於

テ
ハ
，
尚
其
級
二

止
メ

テ
諸

科
ヲ

習
熟

セ
シ

ム
ベ

シ
，

　
一

　
毎

月
生

徒
ノ

学
術

ヲ
試

験
シ

，
其

優
劣

二
従

ヒ
，
一
室
中
ノ
席
順

ヲ
定
ム
ベ
シ
，
然
ル
ト
キ
ハ
，
生
徒
各
学
術
ノ
進
歩
ヲ
楽
ミ
，
席
順
ヲ
争

ヒ
，

競
ヒ

テ
諸

科
ヲ

勉
励

ス
ル

モ
ノ

ナ
リ

，
川

　
こ

こ
で

は
，

学
制

で
規

定
さ

れ
て

い
た

，
等

級
制

に
伴
う
進
級
・
卒
業

の
資
格
認
定
試
験
の
他
に
，
月
ご
と
の
試
験
に
よ
り
席
次

を
成
績
に
よ
っ

て
進

退
し

，
席

次
を

め
ぐ

る
競

争
を

組
織

す
る

こ
と

に
よ
っ
て
学
習
の
動

機
づ

け
を

行
う

こ
と

が
提

起
さ

れ
て

い
る

。

　
さ

ら
に

，
文

部
省

編
，

師
範

学
校

刊
の

『
小

学
教

師
心
得
』
で
は
，
先

の
師

範
学

校
の

「
小

学
教

則
」

と
同

じ
く

，
第

7条
で

「
教
則
に
掲
示
す

る
諸
課
は
必
ず
順
序
を
逐
て
同
一
に
習
熟
せ
し
め
努
め
て

甲
乙
無
き
様
に

訓
導
し
同
時
…
に
同
級
を
卒
え
し
む
へ
し
」
と
し
，
続
け
て
「
但
非
常
の
頴

才
あ

り
て

特
に

進
歩

す
る

者
と

魯
鈍

な
る

者
と

は
此

例
に
あ
ら
す
」
と
し

て
，

課
程

の
履

修
を

ま
た

な
い

昇
級

（
飛

び
級

〉
を

示
唆
し
5）

，
さ
ら

に
，

生
徒

の
退

学
処

分
を

規
定

し
た

第
12条

中
で

「
～
級
卒
業
の
試
検
に

落
第

三
度

に
及

ふ
者

］
と

し
て

，
1級

毎
の

受
験

回
数
の
制
限
を
規
定
し

て
い
る
。
6）

　
以

上
に

見
ら

れ
る

，
等

級
制

と
試

験
制

度
の

も
と

で
の
ク
ラ
ス
の
集
団

編
成

の
特

徴
は

い
か

な
る

も
の

で
あ

っ
た

か
。

当
時

の
小
学
校
の
範
型
で

あ
っ

た
師

範
挙

校
附

属
小

学
校

関
係

者
の

教
授

法
書

で
補
足
し
な
が
ら
描

い
て
み
よ
う
。

　
ま

ず
，

（
尋

常
）

小
学

校
は

，
上

等
・

下
等

各
8級

，
計
16の

等
級
を

も
つ
。
規
範
的
教
育
機
関
で
あ
っ
た
師
範
学
校
附
属
小
学
校
に
倣
っ
て
，

各
ク

ラ
ス

は
1人

の
教

員
が

受
持

つ
。

し
た

が
っ

て
，

こ
の
学
校
は
完
成

時
に

は
最

低
16の

ク
ラ

ス
と

16人
の

教
師

を
も

つ
こ

と
に
な
る
。
等
級
毎

の
年

齢
は

示
さ

れ
て

い
た

が
，

あ
く

ま
で

標
準

で
あ

り
，
ク
ラ
ス
の
区
分

原
理

は
，

ま
ず

第
一

に
各

等
級

の
教

育
課

程
に

照
ら

し
て
進
級
試
験
に

よ
っ
て
測
ら
れ
る
学
力
で
あ
り
，
第
二
が
性
別
で
あ
り
，

し
た
が
っ
て
，

当
然

の
こ

と
な

が
ら

，
ク

ラ
ス

は
学

力
等

質
の

集
団

で
あ
っ
た
（
た
だ

し
，

理
想

的
に

は
，

等
級

別
の

年
齢

が
示

し
て

あ
る

こ
と
を
考
え
れ
ば

「
非

常
の

頴
才

」
や

「
魯

鈍
な

る
者

」
を

除
く

多
く

の
者
は
，
そ
の
年
齢

に
ふ

さ
わ

し
く

進
級

し
て

い
く

こ
と

が
想

定
さ

れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
）

。
ク

ラ
ス

の
規

模
は

，
先

の
『

小
学

教
師

心
得

』
で

は
，

「
教

師
一

人

に
生
徒
凡
五
十
人
を
受
持
へ
し
　
但
し
最
初
廿
五
人
を
受
持
ち
六
箇
月
の

後
又

廿
五

人
を

受
持

つ
へ

し
」

と
あ

り
，

1教
師

，
1ク

ラ
ス
，
25人

程

度
が

想
定

さ
れ

て
い

た
。

2　
等

級
制

に
お

け
る

生
徒

集
団

編
成

の
特

徴

　
こ

の
等

級
制

に
お

け
る

生
徒

集
団

の
特

徴
を

，
学

習
集
団
，
生
活
集
団

の
両

側
面

か
ら

見
て

お
こ

う
。

　
ま

ず
，

教
授

は
，

教
師

の
監

視
と

，
号

令
に

よ
る

集
団
一
斉
行
動
が
前

提
と

さ
れ

て
い

る
。

　
諸

葛
信

澄
『

補
正

小
学

教
師

必
携

膓
（

1875（
明

治
8）

年
）
の
緒
言

に
は

，
「

教
場

二
在

テ
，

教
師

ノ
座

位
ハ

，
床

板
ヨ

リ
五
，
六
寸
高
ク
構

ヘ
テ

，
全

室
ノ

生
徒

ヲ
査

看
ス

ル
ニ

便
ナ

ル
ヲ

要
ス

」
「
教
場
二
於
テ
生

徒
ノ

机
ヲ

配
列

ス
ル

ニ
ハ

，
教

師
ノ

ー
見

シ
テ

，
全

室
ノ
生
徒
ヲ
通
覧
ス

ル
ニ

便
ナ

ル
ヲ

要
ス

」
。

生
徒

の
学

習
と

い
う

観
点

か
ら
で
は
な
く
，
常

時
「

査
看

」
「

通
覧

］
と

い
っ

た
教

師
の

教
授

上
の

必
要
か
ら
教
壇
や
机

の
配

置
が

考
え

ら
れ

て
い

る
点

に
注

意
し

た
い

。
ま
た
「
多
ク
ノ
生
徒

ヲ
，
同
ク
教
授
ス
ル
ニ
ハ
，
徒
ラ
ニ
時
間
ヲ
費
シ
，
又
ハ
教
場
煩
雑
ス
ル

ノ
患
ア
ル
ガ
故
二
，
坐
作
進
退
ハ
勿
論
，
書
籍
石
盤
等
ノ
取
扱
ヒ
ニ
至
ル

マ
デ

，
悉

ク
（

一
）

（
二

〉
（

三
）

（
四

〉
等

ノ
指

令
法
ヲ

以
テ

ス
ベ

シ
」

と
し
，
教
科
書
を
読
ま
せ
る
場
合
の
例
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

　
「

令
（

何
ノ

書
ヲ

出
シ

テ
〉

机
ノ

蓋
二

左
手

ヲ
カ

ク
，
（
一
）
机
ノ
蓋

ヲ
開

ク
，

（
二

）
右

手
ニ

テ
書

ヲ
取

ル
，

（
三

）
書

ヲ
机

上
二

出
シ

机
ノ

蓋



〉

鳥
取

大
学

教
育

地
域

科
学

部
教

育
実

践
研

究
指

導
セ

ン
タ

ー
研

究
年

報
　

第
9号

　
2000年

3月
63

ヲ
覆

フ
，

（
幾

枚
ヲ

披
テ

）
右

手
ニ

テ
書

ヲ
披

ク
，

コ
ノ

令
ヲ

下
ス

ニ
ハ
，

生
徒
二
向
テ
，
今
日
ノ
業

ハ
，
幾
枚
ノ
何
章
ヨ
リ
始
ム
ル
カ
ヲ
問
ヒ
テ

後

令
シ
，

又
ハ

教
師

自
ラ

令
ス
ベ
シ
，
（
何
章
ヨ
リ
読
テ
）
～
句
ヲ
読
ム
，

此
令
ヲ
下
ス
ニ
ハ
，
一
同

ト
カ
，
又
ハ
誰
ト
カ
令
ス
可
シ
，
（
次
）
次

ノ

ー
句

ヲ
読

ム
」

（
筆

者
注

：
（

）
内

が
教

師
の

号
令

で
あ

る
）

7）
。

　
し
た
が
っ
て
，
学
習
の

前
提
と
し
て
，
こ
の
よ
う
な
号
令
に
一
斉
に

従

う
と
い
う
規
律
訓
練
が
求

め
ら
れ
，
各
府
県
で
「
教
場
指
令
規
則
」

と
称

す
る
号

令
の

か
け

方
の

規
則

が
制
定
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
，
諸
教
科
の
具
体

的
内
容
を
ど
の
よ
う
に
学
ば
せ
よ
う
と
し
た

の

で
あ
ろ

う
か

。
師

範
学

校
制

定
教
則
で
は
下
等
小
学
校
で
読
物
，
算
術

，

習
字
，

書
取

，
問

答
，

復
読

，
体
操
，
上
等
小
学
校
で
は
読
物
，
算
術

，

習
字
，

輪
講

，
暗

記
，

作
文

，
体

操
，

と
い

う
教

科
が

あ
げ

ら
れ

て
い

た
。
こ
の
う
ち
，
日
本
へ
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
主
義
教
授
法
の
導
入
の
端
緒

を
形
成
し
た
と
い
わ
れ
る

問
答
科
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
こ
こ
で

問
答

科
は
，
単
語
図
，
色
図
等
の
掛
図
，
人
体
，
日
常
器
物
を
使
っ
て
教
師

一

生
徒
間
で
問
答
を
重
ね
て
い
く
こ
と
に
よ
り
「
万
物
二
留
意
シ
テ
其
考

究

ヲ
定
メ
，
智
力
ヲ
培
養
」

し
「
会
話
」
の
方
法
を
習
得
す
る
も
の
と

さ
れ

て
い
る
。
具
体
的
に
は
，

た
と
え
ば
，
単
語
図
を
使
っ
て
，
「
柿
ト
イ
ウ

物
ハ
，
如
何
ナ
ル
物
ナ
リ

ヤ
」
と
教
師
が
問
い
，
生
徒
が
「
柿
ノ
木
二

熟

ス
ル
実

ナ
リ

」
，

さ
ら

に
教

師
が

「
何

ノ
用

二
用

タ
ル

物
ナ

リ
ヤ

」
，

次
の

生
徒
が
「
果
物
ノ
ー
種
ニ
シ
テ
，
食
物
ト
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
い
っ
た

問

答
を
繰

り
返

す
も

の
で

あ
り

，
生

徒
が

答
え

終
わ

る
毎

に
答

え
を

板
告

し
，
他

の
生

徒
達

を
含

め
て
復
唱
さ
せ
る
と
い
っ
た
方
法
が
説
か
れ
て

い

る
8㌔

　
こ
う
し
て
，
学
力
等
質

の
ク
ラ
ス
に
お
い
て
，
教
師
の
号
令
に
よ
る

教

場
指
令

を
前

提
と

し
た

，
「

一
斉
教
授
」
が
目
指
さ
れ
た
と
い
え
よ
う

。

し
か
し
，

ト
斉

教
授

」
が

為
さ

れ
た

か
ら

と
い

っ
て

，
こ

の
ク

ラ
ス

集

団
が
f学

習
『
集
副
」
（
こ
こ
で
の
で
の
含
意
は
，
学
習
の
効
果
を
高

め

る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
集
団
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は

な

い
。
佐
藤
秀
夫
が
指
摘
す
る
よ
う
に
，
「
等
級
制
は
す
ぐ
れ
て
個
別
主
義

の
原

則
に

基
づ

い
て

い
た

］
9）

。
し
か
し
，
資
格
認
定
型
の
進
級
試
験
に

よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
等
級
制
そ
の
も
の
が
，
原
理
的
に
学
習
集
団
を

成
立

さ
せ
な

く
し

て
い

る
の

で
は
な

い
。

　
原
理
的
に
は
，
進
級
試

験
は
競
争
試
験
で
は
な
く
，
資
格
認
定
型
試

験

で
あ
る
か
ら
，
ク
ラ
ス
金
員
が
合
格
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
る
わ
け
で
あ

り
，

そ
こ

で
は

，
ク

ラ
ス

の
成
員
同
士
の
学
習
の
達
成
を
め
ぐ
っ
て
の
協

力
や
共
同
と
い
っ
た
可
能
性
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
（
も
ち
ろ
ん
，

そ

の
資
格
認
定
基
準
の
達
成

が
比
較
的
困
難
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
，
こ
の
試

験
は
選
抜
と
し
て
の
機
能

を
発
揮
し
始
め
，
同
時
に
協
力
や
共
同
の
可

能

性
も

低
く
な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
が
。
）

　
な
ぜ
，
そ
う
な
ら
な
か

っ
た
か
と
い
う
原
因
は
，
第
一
に
，
そ
の
学

習

観
に
あ
る
。
年
代
は
下
る
が
，
伊
沢
修
二
は
，
明
治
1
0
年
代
の
代
表
的
学

校
管
理
法
書
『
学
校
管
理

法
』
（
1
8
8
1（

明
治
1
4
）
年
）
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
「
百
人
ノ
生
徒
ハ
百
態
ノ
心
意
ヲ
有
シ
学
力
年
齢
モ
亦

同

シ
カ
ラ
ス
故
二
子
弟
ヲ
教

育
ス
ル
ニ
ハ
ー
人
ノ
教
師
ヲ
シ
テ
ー
人
ノ

生
徒

ヲ
教
授
セ
シ
ム
ル
ニ
ハ
実
二
至
良
ノ
方
法
ナ
ル
ヘ
シ
（
中
略
）
然
リ

ト
難

モ
此
法
ノ
如
キ
ハ
費
用
ノ
過
多
ナ
ル
ヲ
以
テ
到
底
通
常
人
ノ
望
ム
ヘ
ク
シ

テ
行
フ

ヘ
カ

ラ
サ

ル
モ

ノ
ト

謂
フ
可
シ
故
二
～
人
ノ
教
師
ニ
シ
テ
衆
多

ノ

生
徒
ヲ
教
授
ス
ル
ハ
勢
巳
ヲ
得
サ
ル
ノ
事
ナ
リ
」
湖
。
す
な
わ
ち
，
教

授

は
教
師
1
人
対
生
徒
ユ
人
の

個
別
教
授
が
最
良
の
形
態
で
あ
っ
て
，
集

団

教
授
は

経
済

上
か

ら
や

む
を

え
ず

採
ら

れ
る

必
要

悪
と

い
う

発
想

で
あ

る
。
こ
う
し
た
学
習
観
は
，
1
9
0
0年

代
に
入
っ
て
か
ら
の
学
級
制
下
で

の

学
級
批

判
や

個
性

教
育

論
な

ど
に
も
広
範
に
見
ら
れ
る
。

　
第
二
に
，
ク
ラ
ス
の
成

員
間
に
お
け
る
競
争
の
組
織
で
あ
る
。
既
述

の

よ
う
に
，

諸
葛

は
，

学
制

に
は

規
定

の
な

か
っ

た
月

ご
と

の
試

験
を

行

い
，
そ
の
成
績
に
よ
っ
て
席
次
を
進
退
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
た
。
一

般
に

，
こ

れ
以

降
の

明
治

期
を

通
じ

て
，

ク
ラ

ス
の

も
つ

学
習

集
団

と
し

て
の

意
義

と
し

て
挙

げ
ら

れ
続

け
る

の
が

，
競

争
に

よ
る

挙
習

動
機

の
形

成
で
あ
る
。
席
次
と
い
う
可
視
的
な
形
で
表
示
さ
れ
る
競
争
の
結
果
は
，

同
時

に
賞

と
罰

で
も

あ
る

。
こ

の
こ

と
に

よ
っ

て
，

ク
ラ

ス
の

成
員

は
個

人
個

人
が

バ
ラ

バ
ラ

に
分

解
さ

れ
，

集
団

と
し

て
は

成
立

し
な

く
な

っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
後
述
す
る
当
時
の
就
学
実
態
が
加
わ
っ
て
，

ク
ラ

ス
の

学
習

集
団

と
し

て
の

機
能

が
阻

害
さ

れ
る

こ
と

に
な

っ
た
の
で

あ
る
。

　
次
に
生
活
集
団
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
表
れ
る
で
あ
ろ
う
か

。

　
等

級
制

は
そ

も
そ

も
，

学
力

を
基

準
に

し
た

区
分

で
あ

る
か

ら
，
当

然
，
主
知
主
義
的
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
文
明
開
花
期
に
ふ
さ
わ
し
く
，

個
人

の
知

的
啓

蒙
を

重
視

し
た

編
成

法
で

あ
る

の
は

疑
い

な
い

。
し

か

し
，

全
く

の
知

育
学

校
と

し
て

構
想

さ
れ

た
わ

け
で

は
な

い
。

ま
ず

，
教

科
で

い
え

ば
，

学
制

で
は

修
身

口
授

が
1週

2時
間

，
師

範
学

校
制

定
小

学
教

則
で

は
，

読
物

の
な

か
に

修
身

教
材

が
盛

込
ま

れ
て

い
る

。
た

だ

し
，

比
重

と
し

て
は

重
視

さ
れ

て
い

る
と

は
言

い
難

い
。

次
に

，
文

部
省

正
定

，
師

範
学

校
刊

行
「

小
学

生
徒

心
得

」
（

1873（
明

治
6）

年
）

11）
で

は
，

「
教

師
タ

ル
者

ハ
教

師
ノ

意
ヲ

奉
戴

シ
ー

々
指

揮
ヲ

受
ク

ベ
シ

教
師
ノ

定
ム
ル
所
ノ
法
バ
ー
切
論
ズ
可
カ
ラ
ズ
我
意
我
慢
ヲ
バ
出
ス
可
カ
ラ
ズ
」

（
第

10条
）

と
い

っ
た

教
師

へ
の

服
従

を
説

く
条

項
を

含
む

，
生

徒
が
学

校
内

外
で

守
る

べ
き

規
範

が
掟

書
風

に
17箇

条
に

わ
た

っ
て

明
ら

か
に

さ

れ
て

お
り

，
各

府
県

で
も

こ
れ

を
下

敷
き

に
，

そ
れ

ぞ
れ

生
徒

心
得

を
制

定
し

て
い

る
。

東
京

師
範

学
校

教
師

金
子

尚
政

閲
，

筑
摩

県
師

範
学

校
編

纂
の

『
上

下
小

学
授

業
法

細
記

』
（

1874（
明

治
7）

年
）

中
の

授
業
心

得
に
は
，
平
生
よ
く
生
徒
の
⊆
気
質
」
を
察
知
す
る
こ
と
な
ど
と
も
に
，

毎
朝
「
授
業
前
」
に
「
小
学
生
徒
心
Z亭

」
，
そ
の
他
生
徒
の
訓
戒
と
す

べ

き
も

の
を

，
一

，
二

条
授

け
る

こ
と

が
記

さ
れ

て
い

る
］

2）
。

　
で

は
，

こ
う

し
た

，
訓

育
や

管
理

に
関

わ
る

評
価

，
お

よ
び

こ
れ

と
学

力
を

評
価

す
る

試
験

の
関

係
は

ど
う

で
あ

っ
た

か
。

こ
こ

で
注

目
さ

れ
る

の
は

，
た

ん
に

「
訓

戒
」

を
施

す
だ

け
で

な
く

，
規

則
に

照
ら

し
て

，
生

徒
の

行
状

を
評

定
し

，
し

か
も

，
学

力
に

関
す

る
試

験
点

数
と

合
わ

せ
て

席
次
を
競
わ
せ
る
と
い
う
方
法
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
上

記
の

『
上

下
小

学
授

業
法

細
記

』
で

は
，

「
授

業
心

得
」

の
一

つ
に

次
の
よ
う
な
箇
条
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
月
末
毎
二
生
徒
ヲ
試
験
シ
，
賞
罰
簿
ト
併
セ
照
シ
テ
，
席
順
ヲ
定
ム
ベ

シ
，
席
順
ハ
独
リ
進
学
ノ
者
ヲ
先
ト
ナ
ス
ノ
ミ
ニ
非
ズ
，
平
生
ノ
行
儀

，

出
席

ノ
日

数
等

二
閤

ス
ベ

シ
」

。

　
試

験
成

績
だ

け
で

な
く

，
普

段
の

「
行

儀
」

に
関

わ
る

「
賞

罰
］

，
そ

し
て
こ
れ
を
記
録
し
た
「
賞
罰
簿
」
に
よ
っ
て
月
ご
と
の
席
次
を
決
め
る

こ
と

が
提

案
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
，

先
の

「
小

学
生

徒
心

得
］

に
類
し
た

「
小

学
校

規
則

」
と

，
罰

の
基

準
と

し
て

「
小

学
校

罰
則

も
掲

げ
ら

れ

て
い

る
。

こ
れ

に
よ

れ
ば

，
そ

の
罪

の
軽

重
に

よ
り

5段
階

の
罰

が
与
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
，
授
業
に
遅
刻
し
た
者
，

教
場

で
私

語
し

た
者

等
は

「
五

分
間

ノ
遊

歩
ヲ

禁
ズ

」
，

学
校

の
備

品
な

ど
を

糧
暴

に
扱

う
者

，
校

内
で

石
な

ど
を

投
げ

た
者

は
「

十
分

間
の

遊
歩

ヲ
禁

ズ
」

，
喧

嘩
・

口
論

を
為

す
も

の
は

「
十

五
分

間
の

遊
歩

ヲ
禁

ズ
」
，

備
品

な
ど

を
な

く
し

た
者

は
，

弁
償

さ
せ

た
上

で
「

一
時

間
，

教
場

二
直

立
セ

シ
ム

」
，

怠
惰

，
不

勉
強

に
し

て
教

員
等

の
戒

め
を

聞
き

入
れ

な
い

者
，
数
度
校
則
を
犯
す
者
は
「
一
時
間
三
十
分
教
場
二
直
立
セ
シ
ム
」
，

こ
の

禁
条

以
外

の
「

犯
状

」
は

稟
議

の
上

処
分

す
る

，
と

さ
れ

て
い

る
ぽ
。

　
1
875

（
明

治
8＞

年
，

東
京

師
範

学
校

を
卒

業
し

，
愛

知
県

養
成

学
校

に
在

職
し

て
い

た
生

駒
恭

人
の

著
『

小
学

授
業

術
大

意
』

（
1876）

で
は
，

「
教

師
所

謂
文

学
二

通
シ

修
身

二
明

カ
ナ

リ
ト

雛
教

場
二

臨
ム

ノ
日

二
当

リ
制

御
ノ

体
裁

ヲ
得

ル
ニ

非
サ

レ
ハ

敢
テ

生
徒

ヲ
勒

ス
ル

能
ハ

ス
」

，
「

制

御
ノ

体
裁

ハ
尤

モ
学

業
進

退
ノ

大
関

係
ヲ

ナ
ス

モ
ノ

」
と

し
て

，
生

徒
管

理
の

方
法

を
論

じ
て

い
る

。
そ

こ
で

は
，

醐
御

ノ
体

」
は

，
「

威
］

を
主
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山
根
俊
喜
　
明
治

前
期

小
学

校
に

お
け

る
生

徒
集

団
の

区
分

原
理

の
展

開

と
し

「
恩

」
を
従
と
す
る
よ
う
な
生
徒
と
の
接
し
方
（
「
生
徒
待
接
」
）

と
，

「
懲

罰
の
規
律
」
の
2つ

が
重
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
，
「
懲

罰
の
規
律
」
に

お
い
て
は
「
放
韓
生
ヲ
匡
正
シ
怠
惰
生
ヲ
改
良

ス
ル

ハ
決

シ
テ
ロ
上
ノ
叱
責
ヲ
以
テ
之
ヲ
ナ
ス
ヲ
得
ヘ
キ
ニ
非
ス
　

必
ス

痛
懲

ス
ヘ

キ
罰
則
二
由
ラ
サ
レ
ハ
ソ
ノ
悔
悟
心
ヲ
起
発
ス
ル
ヲ
得
サ
ル

ヘ
シ

」
と

し

て
，
罰
則
だ
け

で
な
く
賞
則
も
掲
げ
，
こ
れ
を
基
準
に
点
数

評
価

（
罰

は

そ
の
軽
重
に
よ

り
一
1
か
ら
一
3の

3段
階
，
賞
は
÷
1か

ら
＋

3の
3

段
階

）
し

，
日

々
の

学
科

成
績

の
点

数
と

こ
の

賞
罰

の
点
数

を
「

賞
罰

簿
」

に
記

入
し

，
こ
れ
ら
と
月
末
の
試
験
点
数
と
併
せ
て
「
灘
捗
優
劣
」

を
定

め
る

方
法

提
示

し
て

い
る

間
。

　
以

上
の

よ
う

に
，
訓
育
の
評
価
を
み
る
と
，
生
徒
心
得
，

生
徒
規
則
，

生
徒
罰
則
と
い
っ
た
規
則
に
照
ら
し
た
生
徒
個
々
人
に
対
す
る

機
械

的
減

点
，
加
点
法
が
中
心
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
訓
育
は
個
別
化

し
た

上
で

の
，
教
場
指
令

規
則
な
ど
に
基
づ
く
，
教
師
に
よ
る
集
団
管

理
，

規
律

訓

練
が

中
心

で
あ

る
。
教
師
と
個
々
の
生
徒
間
に
ど
の
よ
う
な
関
係
を
築
く

か
と
い
っ
た
視

点
は
見
ら
れ
る
が
，
生
徒
間
の
関
係
を
ど
の

よ
う

に
規

律

す
る
か
と
い
っ
た
視
点
は
ほ
と
ん
ど
な
く
．
生
徒
集
団
を
生
活

集
団

と
し

て
成

立
さ

せ
よ

う
と
す
る
意
図
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
，

学
習
集
団
と

同
じ
く
，
そ
れ
が
等
級
制
と
い
う
制
度
に
そ
の
も
の
が
原
理

的
に

生
活

集

団
を

成
立

さ
せ

な
く
し
て
い
る
，
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

∬
　
等
級
制
と

教
授

組
織

一
実

態
と

し
て

の
合

級
教
授

　
等
級
制
下
の

ク
ラ
ス
に
つ
い
て
，
教
授
組
織
と
い
う
視
点
か

ら
そ

の
特

徴
を

見
て

お
こ

う
。

試
験

に
よ

る
進

級
基

準
に

地
方

，
学

校
，

時
代

に

よ
っ
て
揺
ら
ぎ
が
あ
っ
た
と
は
い
え
，
基
本
的
に
は
学
力
等

質
の

各
等

級

に
区
分
さ
れ
た

，
生
徒
集
団
に
対
し
，
教
師
は
ど
の
よ
う
に

張
付

い
た

の

か
。

1等
級

1
教

師
と

い
う

理
想

は
ど

の
程

度
実

現
さ

れ
た

の
か

ど
う

か

を
検
討
し
て
お
く

。

1　
教

員
の
不
足

表
1
　

明
治

期
小

学
校
の
学
校
規
模
，
一
校
当
教
員
数
，
一
教
員
当
生
徒
数

西
暦

i
年

）

学
校

K模

1校
当

ｳ
師
数

TP
西

暦
i
年
）

学
校

K模

1校
当

ｳ
師
数

TP

亙
8
7
3

9L
2

2．
0

4
4．

9
189

3
1
3
9．

3
2
．

6
5
4．

2

］
8
7
4

85
．

7
1
．

8
4
6．

5
189

4
1
4
5．

6
2
．
6

555

18
75

7
9
3

1．
8

4
3．

1
189

5
1
3
7．

8
2
．
7

50．
2

18
76

82
9

2．
］

3
9．

6
189

6
1
4
4．

5
2
．
8

51．
0

1
8
77

85
．

0
2．

3
3
6．

2
1
89

7
王

4
8．

7
3．

0
5α

4

1
8
78

85
．

5
2．

5
3
4．

6
189

8
］
5L

4
3．

ユ
48．

6

1
87
9

82
．

6
2．

5
3
2．

6
189

9
1
5
9．

4
33

48．
5

18
80

82
．

7
2．

6
3
2．

4
1
90

0
1
7
4．

4
3
．
5

5
0．

4

18
81

9
0．

7
2．

？
3
4．

0
1901

1
8
4．

4
3
．
8

48．
5

18
82

10
3
3

2．
9

3
5．

4
190

2
1
89
．
亙

4．
0

47．
1

1
88
3

10
7
．
4

3．
0

3
5．

3
1
90

3
亙
87
．
3

4．
0

46．
9

18
84

11
0
．
6

33
3
3．

2
1
90

4
1
8
7．

9
3．

8
48．

9

18
85

10
9
．
5

3．
5

3
L1

190
5

1
9
5
．
1

4．
0

48．
6

18
86

9＆
1

2．
8

3
5．

2
190

6
2
02
．

2
4．

3
47．

5

18
87

10
6
．
3

2
．

2
4
7．

7
190

7
2
10
．

4
4．

5
46．

8

ユ
888

9
7．

7
2．

ユ
4
6．

8
ユ
go8

227．
2

5．
ユ

44．
6

1
8
89

11
6
．
2

2．
5

4
6．

2
190

9
24＆

2
5
．

5
44．

8

18
90

］
19

．
0

2．
6

4
5．

7
1
91

0
2
64
．

8
5
．

9
45ユ

18
91

12
4
4

2
．

7
4
5．

3
1
191］

2
72
．

8
6
．

1
44．

6

18
92

13
4
．
0

2
．
5

5
2
．
9

191
2

2
74
．

1
6
．
2

44．
4

　
＊

各
年

の
文

部
省

年
報

よ
り

作
成

。

㍊
分
校
は
1校

と
し
て
算
入
。

⇔
＊

教
員

に
は

授
業
生
等
正
教
員
以
外
の
教
員
も
含
む
。

　
明

治
期

を
通

じ
て

の
全

国
小

学
校

（
分

校
も

含
む

）
の

学
校
規
模
，
1

校
当

た
り

教
員

数
（

授
業

生
等

正
教

員
以

外
も

含
む

）
，

教
師
1人

当
た

り
の

生
徒

数
の

金
国

平
均

を
示

し
た

の
が

，
表

1で
あ

る
。

学
校
規
模
は

1870年
代

～
80年

代
の

明
治

前
期

を
通

じ
て

，
85人

～
110入

程
度
で
こ

の
間

微
増

し
て

い
る

。
増

加
が

急
に

な
る

の
は

，
ユ

890年
以

降
で

あ
る

。

こ
の

1校
当

た
り

の
教

員
数

は
，

教
員

の
免

許
規

定
の

関
係
で
改
正
教
育

令
の

あ
と

の
数

年
3人

台
と

な
る

が
，

1885（
明

治
18）

年
の
文
部
省
達

16号
（

亙
2月

12日
）

に
よ

っ
て

，
こ

れ
ま

で
の

半
年

進
級

制
を
1年

進
級

制
に
改
め
た
こ
と
，
ま
た
，
「
小
学
校
教
員
免
許
状
授
与
方

心
得
」
（
明
治

14年
1月

31臼
，

文
部

省
達

第
6号

）
に

よ
っ

て
授

与
さ

れ
た
免
許
状
の

期
限

が
1887（

明
治

20）
年

に
切

れ
た

こ
と

な
ど

の
政

策
動

向
に
よ
っ
て

減
少

し
，

1897（
明

治
30）

年
ま

で
，

ほ
ぼ

2人
台

に
過

ぎ
な
か
っ
た
。

こ
う

し
て

教
師

1人
当

た
り

の
生

徒
数

は
明

治
の

前
期

を
通
じ
て
30人

か

ら
50人

弱
の
範
囲
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
，
こ
れ
に
は
，
地
域
差
が
あ
り
，

1877（
明

治
10）

年
で

み
る

と
，

学
校

規
模

で
最

大
の

府
県
は
京
都
府

で
，

お
よ

そ
130人

，
最

低
は

和
歌

山
県

で
お

よ
そ

50入
，

ユ
校
当
た
り

教
員

数
で

は
最

高
が

長
野

県
の

5．
09人

，
最

低
が

三
重
県
で
L28人

と

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
，
い
く
ら
平
均
値
で
地
域
差
，
学
校
差
が
あ
り
，

か
つ

下
級

ク
ラ

ス
に

生
徒

が
集

中
す

る
傾

向
が

あ
っ

た
と
は
い
え
，
1学

校
当

た
り

100名
，

教
師

2～
3入

で
は

，
各

等
級

に
分

け
ら
れ
た
ク
ラ

ス
そ

れ
ぞ

れ
を

1教
員

が
受

持
つ

と
い

う
実

態
は

現
出

す
べ
く
も
な
か
っ

た
。
し
か
も
，
こ
こ
で
い
う
教
師
は
，
正
教
員
だ
け
で
な
く

，
授
業
生
，

あ
る

い
は

雇
な

ど
と

呼
ば

れ
た

補
助

教
員

を
含

む
も

の
で
あ
っ
た
。
1880

（
明
治
13）

年
か
ら
1890（

明
治
23）

年
に
お
け
る
金
教
員
数
に
対
す
る

正
教

員
の

比
率

は
25％

か
ら

40％
程

度
に

過
ぎ

な
い

。
先
の
「
小
学
校
教

員
免

許
状

授
与

方
心

得
」

の
改

正
（

1881（
明

治
14）

年
7月

8日
）

で
，
検
定
に
よ
る
免
許
状
取
得
者
も
正
教
員
（
訓
導
）
と
な

る
こ
と
と
さ

れ
た

が
，

こ
の

年
の

小
学

校
数

は
28，

742校
，

こ
れ

に
対

し
，

訓
導

16，
896

人
，

准
訓

導
4，

708入
で

，
両

者
合

わ
せ

て
も

小
学

校
数

に
遠
く

及
ば

ず
，

こ
の

規
定

の
も

と
で

教
員

数
が

最
高

と
な

る
ユ

885（
明

治
18）

年
で

も
，

小
学

校
数

28，
283校

，
訓

導
29，

148人
，

準
訓

導
2，

559入
で

あ
る

が
，

そ

れ
で

も
ユ

校
当

た
り

の
正

教
員

数
は

平
均

で
よ

う
や

く
1人

台
に
の
っ
た

に
過

ぎ
な

か
っ

た
。

こ
う

し
て

，
現

実
に

は
，

村
落

の
小

学
校
を
中
心

に
，

正
教

員
の

い
な

い
小

学
校

が
存

在
す

る
こ

と
に

な
っ

た
。
学
制
期
の

1876（
明

治
9）

年
，

学
務

吏
員

が
集

ま
っ

て
開

か
れ

た
第

～
大
学
区
府

県
教

育
議

会
で

は
，

教
場

は
30人

を
容

れ
る

を
率

と
す

る
こ
と
，
未
熟
な

教
師
を
雇
用
す
る
よ
り
も
生
徒
の
数
を
多
く
し
て
も
善
良
の

教
師
を
雇
う

べ
し

，
と

決
議

し
て

い
る

が
］

5）
，

正
教

員
の

不
足

は
，

明
治

前
期

を
通

じ

て
ほ
と
ん
ど
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。

2　
ク
ラ
ス
の
実
態

　
若

干
の

資
料

に
よ

っ
て

，
こ

の
等

級
制

の
時

期
の

，
実

際
の
教
員
組
織

と
ク

ラ
ス

の
状

況
を

紹
介

し
て

お
こ

う
。

　
た
と
え
ば
，
三
好
學
擬
業
日
識
を
み
る
と
，
明
治
12年

頃
の

岐
阜

県
土

岐
小

学
校

で
は

，
下

等
8級

か
ら

1級
，

お
よ

び
上

等
「
温
習
」
の

全
9ク

ラ
ス
，
8教

場
，
計
生
徒
120人

程
度
が
在
籍
し
，

そ
の

40名
か

ら
90名

程
度
が
出
席
し
て
い
た
が
，
正
教
員
は
，
師
範
学
校
卒
業
者
の
三

好
1人

で
，

主
に

下
等

3級
以

上
を

担
当

し
，

残
り

は
，

「
一
級
ヨ
リ
八

級
二

至
ル

教
場

ゴ
ト

ノ
担

当
乏

シ
キ

ヲ
以

テ
第

～
教

場
生

ヲ
順
次
各
教
場

二
出

シ
テ

受
ケ

持
タ

シ
メ

教
授

ス
」

と
し

て
，

上
級

ク
ラ
ス
の
生
徒
を
助

教
生

（
三

好
は

「
助

訓
と

表
記

し
て

い
る

）
と

し
て

授
業

担
当
者
に
充

て
，

三
好

は
こ

れ
を

監
督

し
て

い
る

16）
。

等
級

毎
に

「
教

場
」

に
対

応
さ

せ
ら

れ
た

ク
ラ

ス
に

助
教

生
に

担
当

さ
せ

る
と

い
う

形
で
，
助
教
法
を
採

用
し
，
等
級
制
の
も
と
で
の
教
員
不
足
を
補
お
う
と
し
て
い

る
。

　
長

崎
県

で
は

，
師

範
学

校
卒

業
生

が
未

だ
少

な
い

の
で

，
1校

1人
の

教
員
な
く
，
僅
か
に
授
業
生
を
以
て
教
授
を
行
っ
て
い
る
も
の
「
十
中
ノ



鳥
取
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セ
ン

タ
ー

研
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報
　

第
9号

　
2000年

3月
65

六
七

」
も

あ
る

（
1
88
0
（
明
治
1
3
）
年
）
m
，
山
口
県
で
は
，
僻
村
に

あ
っ
て
は
，
生
徒
は
た
い
て

い
1
級
に
］
名
も
し
く
は
3，

4名
で
あ
り
総

数
は

30
～

40
名

に
過

ぎ
な

い
（
1
8
82（

明
治
15）

年
）
18）

と
い
っ
た
有
様

で
あ

っ
た

。

　
ま
た
，
1
8
84
（
明
治
17
）
年
，
栃
木
県
各
郡
4
4
校
を
巡
視
し
た
報
告
に

よ
れ

ば
，

教
員

1人
で

生
徒

を
受
持
つ
数
は
平
均
4
0人

余
，
1
人
で
2
組

半
を
教
授

す
る

を
常

と
す

る
が

，
甚

だ
し

き
至

っ
て

は
，

1
人

で
8
組
を

受
持
つ
者

が
あ

っ
た

。
ま

た
，

校
舎

が
狭

優
で

，
1坪

に
7人

余
を

容
れ

る
学
校
も
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
試
験
法
も
適
当
で
な
く
，
3
0
0人

あ

ま
り

の
生
徒
に
悉
く
責
品
を
与
え
た
学
校
も
あ
っ
た
］
9）

。

　
18
8
5（

明
治
1
8）

年
の
久
保
田
貞
則
の
福
岡
県
の
学
事
視
察
の
報
告

に

よ
れ
ば
，

人
口

稠
密

な
市

街
地

で
は

毎
級

も
し

く
は

2
級

に
1人

の
教

員

を
充
て
て
い
る
が
，
多
く
の

村
落
学
校
で
は
，
教
場
の
区
画
は
な
く
，
級

組
の
編
成
配
置
等
宜
し
き
を
得
ず
「
雑
然
衆
児
ノ
群
居
セ
ル
ガ
如
キ
状

ア

リ
」

と
あ

る
。

ま
た

，
田

川
郡
・
遠
賀
郡
で
は
，
俸
給
の
欠
配
に
よ
り
，

教
員
が
と

く
に

欠
乏

し
て

お
り

，
1
教

員
で

1
0
0入

内
外

の
金

校
生

徒
を

受
持
つ
等
「
観
ル
モ
ノ
ヲ
シ
テ
嘆
息
ノ
外
ナ
カ
ラ
シ
メ
タ
リ
」
と
い
っ

た

有
様

で
あ
っ
た
20
㌔

　
さ
ら
に
，
18
8
4（

明
治
1
7）

年
の
，
辻
文
部
大
書
記
官
の
岡
山
，
兵

庫

両
県

の
学

事
巡

視
の

さ
い

の
随
行
員
よ
り
の
聞
き
取
り
記
事
に
よ
れ
ば
，

岡
山
県
で
は
，
他
の
地
方
と
同
様
，
小
学
校
教
員
が
不
足
し
て
お
り
，

多

く
は

「
連

級
教

授
」

（
合

級
教
授
）
を
行
っ
て
お
り
，
極
端
な
場
合
は
，

3，
4
級
を

連
ね

て
教

え
て

い
る
学
校
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
，
な
か
に

は
，
生
徒
の
配
置
が
悪
く
，
「
甲
乙
ノ
級
背
接
シ
テ
教
員
甲
級
ヲ
教
フ

レ

バ
乙
級

ハ
徒

手
傍

観
」

す
る

，
ま

た
1
教

員
で

教
場

を
異

に
す

る
2
，

3

級
を
受
持
つ
教
員
も
あ
っ
た

と
い
う
。
さ
ら
に
，
生
徒
8
0
余
名
の
学
校

を

教
員
一
人
で
助
教
さ
え
使
わ
ず
教
え
て
い
る
と
い
っ
た
事
態
も
み
ら
れ

た

と
い
う
。
ま
た
，
授
業
生
に

は
，
若
年
者
が
多
く
，
生
徒
を
「
誘
披
」

す

る
に

不
適

当
な

る
を

覚
ゆ

，
と
い
っ
た
感
想
も
語
ら
れ
て
い
る
2
㍉

　
こ

う
し

て
，

1
等

級
1
教

場
1
教
師
と
い
っ
た
理
想
な
ど
全
く
問
題

に

な
ら
な
い
の
が
当
時
の
状
況

で
あ
っ
て
，
教
師
の
受
持
等
級
数
の
上
限
の

設
定
や
，
受
持
人
数
の
制
限

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
が
現
出
し

て
い
た
。
た
と
え
ば
，
1
88

1
（
明
治
1勾

年
福
岡
県
の
「
町
村
立
小
学
校

設
置
廃
止
規
則
」
で
は
，
「

学
校
ハ
其
町
村
ノ
子
弟
ヲ
教
育
ス
ル
ニ
足
ヘ

キ
為

メ
左

ノ
各

項
二

随
ヒ

諸
般
ノ
儲
設
ヲ
為
ス
ヘ
シ
」
（
第
4
条
）
と
し

て

「
同
級
ノ
生
徒
三
十
名
ヲ
以
テ
教
員
一
名
ノ
担
当
ト
ス
　
尤
人
員
都
合

ニ

ヨ
リ

テ
ハ

ニ
組

ヲ
担

当
ス

ル
妨
ケ
ナ
キ
モ
三
十
名
ヲ
超
ユ
ヘ
カ
ラ
ス
」
，

教
員
配

置
は

前
項

の
と

お
り

だ
が

ト
名

ノ
教

員
二

助
教

ヲ
付

ス
ル

ハ
ニ

名
ヲ

超
ユ

ヘ
カ

ラ
ス

」
，
教
場
は
生
徒
1
人
当
た
り
4
坪
で
，
教
場
を

「
分
剛
す
る
こ
と
な
ど
を
規
定
し
て
い
る
が
2
2
）
，
先
の
学
事
視
察
報
告

に
あ
る
よ
う
に
，
こ
れ
が
守
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（
他
府
県
，
た

と
え
ば
，
兵

庫
県

で
も

，
教

師
1
人

当
た

り
，

2
等

級
を

超
え

て
担

当
し

て
は
な
ら

な
い

，
と

い
っ

た
規

則
が

作
ら

れ
て

い
る

）
。

こ
う

し
た

事
態

，

お
よ
び
松

方
デ

フ
レ

と
い

う
経

済
的

事
態

を
背

景
に

，
等

級
制

を
前
提

に
，
18
8
5（

明
治
1
8）

年
，
修
業
期
間
1
年
を
も
っ
て
1
「
学
級
」
（
こ

の

場
合
の
含
意
は
，
等
級
お
よ

び
教
授
組
織
を
包
含
し
た
概
念
で
あ
る
）
と

し
て
，
1年

進
級
制
に
す
る
こ
と
で
，
等
級
を
減
ら
し
，
必
要
教
員
数
の

削
減
と
経
費
の
節
減
を
図
っ
た
が
，
上
記
の
様
な
状
態
の
根
本
的
解
決
に

は
至

ら
な
か
っ
た
。

3　
合
級

教
授

　
等
級
制
の
も
と
で
，
教
員

不
足
を
補
う
方
法
が
求
め
ら
れ
た
。
理
想
的

に
は
，
各
級
に
補
助
教
員
た
る
授
業
生
を
割
り
当
て
る
こ
と
が
当
時
の
最

良
の
方
法
で
あ
っ
た
が
，
こ
れ
は
，
生
徒
数
の
比
較
的
多
い
都
市
部
の

学

校
の
一
部
に
限
ら
れ
た
。
そ

の
他
の
学
校
で
採
り
う
る
方
法
と
し
て
考
え

ら
れ

た
の

が
，

先
の

三
好

学
が
採
っ
て
い
た
助
教
生
を
使
っ
た
助
教
法
，

相
互

教
授

法
を

含
む

合
級

教
授

法
で

あ
っ

た
。

な
お

，
こ

の
時

期
，

こ
う

し
た
事
態
に
即
応
す
る
方
法
を
模
索
し
て
，
ベ
ル
・
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
・
シ

ス
テ

ム
（

モ
ニ

ト
リ

ア
ム

・
シ

ス
テ

ム
）

や
こ

れ
へ

の
批

判
な

ど
を

含
む

教
授

組
織

や
分

級
法

の
紹

介
が

，
文

部
省

『
教

育
雑

誌
』

で
も

盛
ん

に
紹

介
さ

れ
て

い
る

。

　
さ

て
，

「
合

級
教

授
」

と
は

い
か

な
る

方
法

で
あ

っ
た

か
。

　
合

級
教

授
法

に
関

す
る

代
表

的
著

作
で

あ
る

伊
東

忍
の

『
小

学
合

級
教

授
』
（
］
884（

明
治
17＞

年
）
で
は
，
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
2
3）

。

　
「

合
級

授
業

ト
ハ

数
個

ノ
級

ヲ
合

セ
ー

人
ニ

テ
担

当
シ

数
人

ニ
テ

数
級

即
チ

ー
人

ニ
テ

ー
級

ヲ
教

授
ス

ル
ト

同
一

ノ
規

格
ヲ

守
リ

而
シ

テ
同

一
ノ

結
果

ヲ
得

ベ
キ

方
法

ニ
テ

教
授

ス
ル

モ
ノ

ヲ
云

ヒ
其

方
法

ヲ
記

載
シ

タ
ル

ヲ
合

級
授

業
法

ト
云

フ
」

　
こ

こ
で

「
同

一
ノ

規
格

」
桐

一
ノ

結
果

」
と

は
，

教
則

で
決

め
ら
れ

た
各

級
の

教
育

課
程

と
そ

の
習

得
を

指
し

て
い

る
。

し
か

し
，

彼
は

，
こ

こ
で

，
後

の
単

級
学

校
に

関
す

る
議

論
に

見
ら

れ
る

よ
う

に
，

合
級

教
授

の
方

が
，

単
級

教
授

よ
り

も
す

ぐ
れ

て
い

る
，

あ
る

い
は

す
ぐ

れ
て

い
る

点
も

あ
る

，
と

し
て

い
る

の
で

は
な

い
。

伊
藤

は
，

続
け

て
次

の
よ

う
に

述
べ
て
い
る
。

　
「

合
級

授
業

ハ
純

然
適

理
ノ

モ
ノ

ニ
ア

ラ
ズ

　
故

二
教

育
者

タ
ル

モ
ノ

ハ
可

成
的

之
フ

止
息

セ
シ

メ
世

ノ
諸

家
ノ

説
ク

如
キ

緻
密

ノ
点

二
入

リ
テ

教
育

ノ
真

理
ヲ

講
究

シ
漸

次
改

良
進

歩
ス

ル
ヲ

務
メ

サ
ル

ベ
カ

ラ
ズ

　
故

二
此

一
小

冊
子

ノ
如

キ
ハ

刊
行

ノ
後

幾
バ

ク
ナ

ラ
ズ

シ
テ

故
紙

ト
ナ

リ
硝

灯
ヲ

掃
除

ス
ル

ニ
供

用
セ

ラ
レ

ナ
ハ

乃
チ

余
力

本
望

ナ
リ

ト
云

ハ
サ

ル
ヲ

得
ス
」

　
合

級
教

授
は

「
適

理
ノ

モ
ノ

ニ
ア

ラ
ズ

」
と

い
う

よ
う

に
，

彼
の
場

合
，
合
級
教
授
は
，
1等

級
1教

師
の
単
級
教
授
を
あ
く
ま
で
原
則
と

し
，
や
む
を
え
な
い
場
合
に
採
ら
れ
る
教
授
法
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る

点
が

重
要

で
あ

る
。

そ
し

て
，

具
体

的
に

は
，

ベ
ル

お
よ

び
ラ

ン
カ

ス
タ

ー
の

学
校

が
そ

う
で

あ
っ

た
よ

う
に

，
学

校
の

秩
序

，
規

律
の

確
立

を
前

提
に

，
1教

師
が

2級
以

上
を

担
当

す
る

方
法

，
相

互
教

授
法

，
助

教
法

を
概

説
し

て
い

る
。

　
さ

て
，

伊
藤

の
著

作
以

前
，

早
く

も
，

学
制

期
に

お
い

て
「

合
級
教

授
」

が
説

か
れ

て
い

る
。

　
た

と
え

ば
，

1878（
明

治
11）

年
，

山
田

行
元

隊
育

雑
誌

」
に

寄
稿

し
た

「
数

級
ノ

生
徒

ヲ
混

同
シ

ー
名

ノ
教

師
ヲ

シ
テ

之
ヲ

教
授

セ
シ

ム
可

キ
方

法
」

た
る

「
合

級
教

授
論

」
で

あ
る

鋤
。

　
山
田
は
，
こ
こ
で
，
1等

級
1教

室
1教

師
に
よ
る
教
授
（
彼
の
言

葉

で
は

「
分

級
教

授
」

）
が

「
教

授
法

中
ノ

最
完

全
ナ

ル
正

則
タ

ル
コ

ト
固

ヨ
リ

疑
ナ

シ
」

と
し

な
が

ら
，

人
口

の
少

な
い

村
落

の
学

校
で

は
，

学
校

建
築

，
人

件
費

と
い

っ
た

経
費

の
点

か
ら

「
変

則
」

法
を

採
ら

な
け
れ

ば
，

か
え

っ
て

民
力

も
学

校
も

衰
退

せ
ざ

る
を

得
な

い
と

い
う

。
そ

し

て
，

そ
の

さ
い

，
た

ん
に

教
員

数
を

減
じ

た
場

合
，

一
教

場
内

に
数

等
級

の
生

徒
を

混
合

す
れ

ば
，

学
力

に
甚

だ
し

い
差

異
が

あ
る

の
で

同
一

の
課

業
を

行
う

の
が

困
難

と
な

り
，

等
級

に
よ

っ
て

教
場

を
分

離
す

れ
ば

，

「
生
徒
二
遊
手
多
ク
」
「
怠
惰
紛
擾
」
に
陥
り
，
つ
い
に
は
，
学
校
が
「
群

集
遊

戯
場

」
と

な
っ

て
し

ま
う

，
と

し
て

，
こ

う
し

た
変

則
法

の
代

表
例

と
し

て
，

助
教

法
を

批
判

的
に

検
討

し
て

い
る

。

　
山

田
の

結
論

は
，

①
助

教
生

で
は

児
童

を
「

統
御

」
で

き
る

か
ど

う
か

疑
問

で
あ

る
，

②
助

教
生

は
児

童
を

教
授

す
べ

き
十

分
の

知
識

を
も

っ
て

い
な

い
，

生
徒

が
助

教
生

に
教

え
ら

れ
て

よ
く

分
か

る
と

い
っ

た
主

張

は
，

助
教

生
の

説
く

と
こ

ろ
が

「
疎

」
に

し
て

「
浅

キ
」

に
よ

る
と

見
る

べ
き

で
あ

る
，

③
徽

エ
ル

ハ
即

チ
学

ブ
ノ

最
良

法
」

と
い

っ
た

主
張
も

あ
る

が
，

復
習

の
方

法
は

他
に

適
切

な
方

法
を

用
い

る
べ

き
で

あ
る

，
④

善
良

な
る

助
教

学
校

は
最

良
の

師
範

学
校

で
あ

る
と

い
っ

た
主

張
も

あ
る

が
，

生
徒

は
，

す
べ

て
が

教
師

に
な

る
わ

け
で

は
な

い
か

ら
，

こ
の

主
張
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山
根
俊
喜
：
明

治
前

期
小

学
校

に
お

け
る

生
徒

集
団

の
区

分
原

理
の

展
開

は
成
り
立
た
な

い
，
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
助

教
法

を
批

判

し
な

が
ら

も
，

学
校
の
費
用
を
減
じ
，
生
徒
に
「
遊
手
」
な
か
ら
し
む
，

と
い

う
点

，
あ

る
い
は
「
分
級
教
授
法
」
を
妄
用
し
て
居
な
が
ら
に
し
て

学
校
の
廃
滅
を

招
き
，
学
校
を
児
童
の
「
群
集
遊
戯
場
」

と
為

す
に

幾
倍

す
る

，
と

し
て

，
「
年
長
生
徒
ヲ
教
授
ス
ル
学
校
」
「
極
メ

テ
貧
寒
ナ
ル
地

方
ノ
学
校
」
「

貧
人
学
校
」
に
限
定
す
れ
ば
有
益
な
教
授
法

で
あ

る
と

し

て
い
る
。
そ
し
て
，
さ
ら
に
助
教
法
に
よ
ら
な
い
r分

級
教

授
法

」
に

代

わ
る

方
法

と
し
て
以
下
の
よ
う
な
「
合
級
教
授
法
」
を
提
案

し
て
い
る
。

　
ま
ず
，
横
5
間

縦
4
間
の
比
較
的
広
い
教
室
を
設
け
，
復
習

用
の

教
材

・

教
具

を
お

い
た
横
5
間
縦
1
乃
至
2
間
の
「
復
習
室
」
を
教
室
後
方
に
隣

接
し
て
設
け
る
。
復
習
室
は
，
で
き
れ
ば
「
教
師
補
」
1人

を
お

く
。

生

徒
を
3
～
4
組
に

分
け
，
習
字
以
外
は
同
時
異
科
を
教
員
が

教
授

す
る

。

教
室
，
復
習
室
内
部
の
周
囲
に
は
塗
板
を
多
く
設
置
す
る
。

生
徒

は
1
科

の
教
授
が
終
わ
れ
ば
復
習
室
で
復
習
，
自
習
を
行
う
。
と
き

に
は

，
助

教

法
も
併
用
す
る
。
こ
う
し
た
「
合
級
教
授
」
は
，
「
煩
忙
多

事
」

で
あ

る

か
ら

，
有

能
な
教
師
と
教
師
に
対
す
る
厚
遇
が
必
要
で
あ
る

。

　
以
上
が
，
山
田
の
「
合
級
教
授
法
」
の
概
略
で
あ
る
が

，
生

徒
が

多
い

と
き

は
，

次
の
よ
う
に
，
生
徒
を
区
分
し
た
上
で
「
合
級
教
授
方
法
］
を

行
う
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
①
生
徒
を
，
2
つ
に
分
け
，

一
方

は
，

教

場
で

教
授

し
，
他
方
は
，
遊
歩
場
で
，
遊
歩
，
観
察
経
験
，
歴
史
遊
戯
，

博
物
遊
戯
を
行

う
。
看
護
人
1
人
を
お
く
の
が
望
ま
し
い
。

②
二

部
授

業

を
行
う
。
③
一

地
域
に
多
数
の
生
徒
が
居
る
と
き
は
，
小

学
狡

を
上

中
下

等
に
分
け
，
そ

れ
ぞ
れ
の
設
置
数
を
，
4
0
～
5
0人

が
通
う
下

等
小

学
を

2

～
3
カ

所
，

中
等

小
学

を
1
ヵ

所
，

2
～

3の
中

等
小

学
に

対
し

1高
等

小

学
を

設
立

，
と
い
っ
た
よ
う
に
工
夫
す
る
。

　
教
室
と
は
別
に
復
習
室
を
設
け
，
教
室
内
が
「
紛
擾
」

に
陥

る
の

を
防

ぎ
，

か
つ

自
学
自
習
に
よ
り
教
育
効
果
を
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
点
が
特

徴
で
あ
る
が
，
純
然
た
る
助
教
法
を
退
け
，
あ
く
ま
で
教

員
に

よ
る

教
授

を
前
提
に
し
て

い
る
点
で
，
教
師
の
監
督
の
も
と
で
の
同
級

生
に

よ
る

相

互
教
授
，
上
級

生
に
よ
る
助
教
法
お
よ
び
両
者
の
組
み
合
わ

せ
を

合
級

教

授
の
一
形
態
と
し
て
い
る
伊
東
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
，

い
ず

れ

に
せ

よ
，

生
徒

の
等

級
に

よ
る

区
分

を
前

提
に

し
，

合
級
教

授
を

「
変

則
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
は
，
伊
東
と
同
じ
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
，
府
県
レ
ベ
ル
で
，
助
教
法
を
奨
励
し
た
と
思

わ
れ

る
例

も
あ

る
。

　
『
青
森
県
教
育
史
』
第
3
巻
に
よ
れ
ば
，
18

8
0（

明
治
1
3
）

年
青

森
県

布
達

中
に

「
村

落
小
学
教
師
一
名
ニ
シ
テ
数
級
ノ
生
徒
ヲ
教

授
ス
ヘ
キ
ノ

説
」

が
掲

載
さ

れ
て

い
る

。
そ

の
背

景
は

次
の

よ
う

に
説

明
さ

れ
て

い

る
裁

。

　
f
目
今
村
落
小

学
ノ
最
モ
憂
フ
ル
所
ノ
者
ハ
僅
カ
ニ
四
五
十

名
ノ

生
徒

ニ
テ
数
級
二
分

ル
，
二
在
リ
ー
名
ニ
シ
テ
四
五
十
名
ヲ
教
授

ス
ル

ハ
ー

級

ダ
モ
尚
難
シ
ト

ス
ル
所
ナ
リ
況
ヤ
数
級
ヲ
ヤ
故
二
往
々
彼

二
密

ナ
レ

ハ
此

二
疎
ニ
シ
テ
到

底
生
徒
ノ
進
歩
ヲ
支
へ
至
重
ノ
光
陰
ヲ
徒
費

ス
ル

ノ
恐

ナ

キ
ヲ
保
タ
ス
然

リ
ト
難
四
五
十
名
ノ
生
徒
ニ
シ
テ
数
名
ノ
教

員
ヲ

雇
フ

ハ

又
民

カ
ノ

勝
ユ

ル
所

二
非

ス
」

　
こ
う
し
た
事
態
に
対
し
，
既
に
「
彼
ト
此
ト
時
間
ヲ
易

」
え

た
り

（
二

部
授
業
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
，
お
そ
ら
く
教
授
す

る
級

を
時

聞
毎

に
変
え
る
と
い

う
意
味
で
あ
ろ
う
）
，
読
書
と
習
字
を
混
合

し
て

教
え

た

り
し

て
い

る
が

，
「

金
キ

ヲ
得

ル
」

に
至

っ
て

い
な

い
。

　
「

夫
級

ノ
異

ナ
ル

者
ハ

教
場

モ
亦

異
ナ

ル
ヘ

キ
ハ

論
ナ
シ

ト
難

（
中

略
）
村
落
ノ
地

二
施
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
市
街
二
十

級
ア

レ
ハ

村

落
モ
亦
十
級
ア

リ
市
街
ハ
毎
級
四
五
十
名
ヲ
得
ヘ
キ
モ
村
落

ハ
毎

級
五

六

名
ノ
外
得
ヘ
カ
ラ
ス
故
二
村
落
バ
ー
教
場
ニ
シ
テ
数
級
ノ

生
徒

ヲ
混

セ
サ

ル
ヲ

得
ス

然
ラ

バ
則

教
授

如
何

シ
テ

可
ナ

ル
」

　
こ

う
し

て
1
教

室
1
教

師
に

数
級

の
生

徒
が

混
在

す
る

学
校

で
採

る
べ

き
教

授
方

法
と

し
て

，
助

教
法

が
図

解
さ

れ
て

い
る

。
図

1
に

示
す

の

但時毎放課ノ時間アル通常ノ通

十
　

級
九
級

八
　
　
七

堰
@　

級

六
級

課
業

時
間

六
　

級
六
級

六
　
　
教

堰
@　

師

問
復

囀
ﾇ

十
九

梹
档

}ヨ

e
リ

七
　

級
七
級

七
級

教
師

講
授

`読

十
十
一
時
…

档
?

}リe

〉
　
　
／

@六
　
　
　
　
　
教

@級
　
　
　
　
　
師

作
書

ｶ取

十
十

j
ー

P寺
時

マ
　

ヨ

eリ

七
　
級

七
級

七
さ
　

堰
@　

師

算
術

ニ
ニ

ー
梹

档
}ヨ

eリ

教
師

習
字

三
二

梹
档
}ヨ

eリ

図
1

窒募表

十
　

級
九

　
級

八
級

七
級

六
級

五
級

四
級

三
級

二
級

一
級

課
業

時
問

一
　

級
一

　
級

一
級

一
級

教
師

教
師

教
師

問
復

囀
ﾇ

十
九

梹
档

}ヨ

eリ

二
　

級
二

　
級

二
級

二
級

教
師

教
師

教
師

講
授

`読

十
十

一
時

档
?

Oリ

＞
　
　
＞
一
一
メ

堰
@　

級
　
　
齢

書
取
作
文

十
十

jー梹档}…
ヨ

eリ
教

師

二
　

級
二

　
級

二
級

二
級

一
教t

算
術

ニ
ー

梹
档

}ヨ

eリ

教
師

習
字

三
二

梹
档

}ヨ

eリ

図
2

箋亨表

は
，
6～

7級
生
が
助
教
生
と
な
り
，
8～

10級
の
生
徒
を

教
え

，
6級

の
復
読
を
6級

の
首
座
生
徒
が
監
督
す
る
場
合
，
図
2は

1，
2級

生
が

助
教
生
と
し
て
5級

生
以
下
を
教
え
る
場
合
の
時
間
割
で
あ
る
（
な
お
，

当
時

の
青

森
県

は
10等

級
制

を
採

っ
て

い
る

）
。

　
図

か
ら

分
か

る
よ

う
に

，
山

田
と

は
異

な
り

，
同

時
同
科
を
教
授
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
基
本
的
に
生
徒
集
団
は
，
1教

室
に
あ

っ
て
も
，

等
級
毎
に
区
分
さ
れ
て
い
る
が
，
教
科
毎
に
次
の
よ
う
な
区

分
も
行
う
よ

う
に

指
示

し
て

い
る

。

　
「
一
教
場
ニ
テ
数
級
ノ
生
徒
同
時
同
音
二
読
書
ス
ル
カ
如

キ
ハ
彼
此
ノ

音
声

混
雑

シ
且

経
界

ナ
キ

ヲ
以

テ
生

徒
ノ

左
右

ヲ
視

晦
シ
前
後
ヲ
顧
望
ス

ル
恐

レ
ナ

キ
能

ハ
ス

故
二

音
声

ノ
如

キ
ハ

ー
声

講
読

二
注

意
ヲ
加
へ
若
シ

夫
光

線
ヲ

受
ク

ル
ニ

妨
ナ

ク
ン

バ
其

間
二

帷
幕

ヲ
施

シ
読
書
一
級
ヲ
以
テ

ー
局

ト
為

シ
習

字
ハ

全
級

ヲ
以

テ
ー

局
ト

為
シ

算
術

書
取
作
文
ノ
如
キ
ハ



鳥
取

大
学

教
育

地
域

科
学

部
教

育
実

践
研

究
指

導
セ

ン
タ

ー
研

究
年

報
　

第
9号

　
2000年

3月
67

三
級
或
ハ
四
級
ヲ
以
テ
ー
局
ト
ナ
シ
帷
幕
ノ
張
弛
神
速
ニ
シ
テ
自
由
ナ

ル

劇
場
ノ

如
ク

ナ
ラ

シ
メ

ン
コ

ト
ヲ

欲
ス

」

　
以
上
，
見
て
き
た
よ
う
に
，
合
級
教
授
，
あ
る
い
は
合
級
制
は
，
そ
の

名
の
と
お
り
，
あ
く
ま
で
学
力
別
に
区
分
さ
れ
た
等
級
を
ま
ず
第
一
の

区

分
原

理
と

し
，

1
教

師
1
等

級
1
教
場
と
い
っ
た
学
制
期
以
来
の
編
成

法

が
，

経
費

，
教

員
不

足
，

あ
る
い
は
生
徒
数
不
足
と
い
っ
た
事
情
で
採
り

え
な

い
場

合
の

便
法

で
あ

っ
た
。
こ
の
点
で
，
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き

た
よ
う
に
，
の
ち
に
「
学
級
編
成
等
二
関
ス
ル
規
則
（
1
8
91

（
明
治
2
4）

年
）
で
制
度
化
さ
れ
た
，
1
教

員
の
担
当
生
徒
数
を
第
一
の
基
準
と
し
て

区
分
す
る
「
学
級
」
や
単
級

学
校
と
は
確
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
と
は
い

え
，
先
に
見
た
よ
う
に
，
合
級
制
の
も
と
で
も
，
た
と
え
ば
，
青
森
県

の

先
の
引
用
に
見
る
如
く
，
教
科
目
に
よ
っ
て
は
，
等
級
を
超
え
て
生
徒

集

団
を
一
段
の
も
の
と
見
な
し

た
教
授
も
提
唱
さ
れ
て
い
る
点
は
見
逃
し
て

は
な
ら
な

い
で

あ
ろ

う
。

な
ぜ

な
ら

，
こ

の
方

法
は

，
後

に
見

る
よ

う

に
，
学
級
制
の
も
と
で
，
学
力
異
質
の
集
団
を
教
授
す
る
さ
い
に
採
ら

れ

る
，
生
徒
集
団
の
区
分
法
と
共
通
性
を
も
っ
て
お
り
，
実
践
的
に
は
連

続

性
を

有
す

る
と

見
ら

れ
る

か
ら
で
あ
る
。

璽
　

学
級
制
へ
一
量
的
基
準

に
よ

る
区

分

　
森
有

礼
文

相
時

代
，

第
一

次
ノ

」
・

学
校

令
下

の
「

小
学

校
ノ

学
科

及
其

程

度
」
（
1
88
6
（
明
治
19
）
年
5
月
）
で
，
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
合
級

制
の
実
態
を
追
認
す
る
よ
う
な
ク
ラ
ス
に
関
わ
る
規
定
が
現
れ
た
。
こ

こ

で
は
，
第
5条

で
尋
常
小
学
校

で
児
童
数
8
0
人
以
下
，
高
等
小
学
校
で
児

童
数
6
0人

以
下
は
「
教
員
一
人
ヲ
以
テ
之
ヲ
教
授
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と

し

て
，
1
学
校
で
1教

員
が
教
授
す
る
と
き
の
担
当
生
徒
の
上
限
を
示
し
，

第
6
条
で
「
小
学
校
二
於
テ
教

員
二
人
ヲ
置
ク
ト
キ
ハ
ニ
学
級
ヲ
設
ク
ヘ

シ
」

「
児

童
ノ

数
百

二
十

入
ヲ
超
フ
ル
ト
キ
ハ
三
学
級
ト
ナ
ス
ヘ
シ
」
と

し
て

，
教

員
数

と
生

徒
数

と
い
う
量
的
基
準
で
ク
ラ
ス
を
区
分
す
る
こ
と

を
規
定
し
た
。
ま
た
森
が
教

育
普
及
を
目
的
に
設
置
し
た
小
学
校
簡
易
科

に
関
す
る
「
小
学
校
簡
易
科

要
領
」
（
同
年
同
月
〉
で
は
，
児
童
60

人
以

下
の

場
合

に
は

「
学

級
ヲ

分
ツ
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
し
た
。

　
さ
て
，
こ
こ
で
，
等
級
制
下
に
お
け
る
，
1
教
師
の
担
当
生
徒
数
に
つ

い
て
の
議

論
を

振
返

っ
て

お
こ

う
。

ま
ず

学
制

期
，

教
育

令
期

を
通

じ

て
，
国
家
レ
ベ
ル
で
の
法
的
な
基
準
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
，
既

に
見
た
よ
う
に
，
文
部
省
正

定
『
小
学
生
徒
心
得
』
を
は
じ
め
，
教
育
学

書
や
教
育
雑
誌
，
府
県
レ
ベ
ル
の
規
定
で
は
，
こ
れ
に
触
れ
た
も
の
が

あ

る
。

　
ま
ず
，
学
制
期
で
は
，
既
述
の
よ
う
に
①
文
部
省
正
定
『
小
学
生
徒
心

得
』

18
7
3
（

明
治

6
）

年
）
で
は
，
1
教
師
2
5
人
，
②
筑
摩
県
師
範
学

校
編

『
上

下
小

学
授

業
法

細
記
』
（
18
74
（
明
治
7）

年
）
で
は
，
最
初
2
5

人
で
熟
す
る
の
後
5
0
人
，
学
校
生
徒
の
多
寡
，
年
齢
の
異
同
等
を
考
慮
し

て
ほ
ぼ
30

人
か

ら
40

人
を

標
準

と
す

る
26

）
，

さ
ら

に
，

③
第

一
大

学
区

の

「
学

務
吏

員
成

議
案

］
（

1
87

6（
明
治
9
＞
年
）
で
は
，
教
場
は
生
徒
30

人

を
容
れ
る
を
率
と
す
る
と
し
て
，
1
教
師
30

人
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
何
れ
も
同
一
等
級
の
生

徒
を
想
定
し
て
お
り
，
1教

師
で
2
5
人
か
ら

3
0
人

，
多
く
て
も
姐
人
と
い
っ
た
ス
ケ
ー
ル
で
あ
る
。
教
育
令
期
，
合

級

制
の
も

と
で

，
た

と
え

ば
先

の
福

岡
県

「
町

村
立

小
学

校
設

置
廃

止
規

則
」

（
18
81
（

明
治

1
4）

年
）
で
は
3
0人

（
等
級
は
2
等
級
ま
で
）
，
改
正

教
育
令
の
も
と
，
府
県
で
の

教
育
行
政
施
策
の
展
開
に
直
接
強
力
な
影
響

を
与
え

た
と

い
わ

れ
る

「
文

部
省

示
諭

」
（

1
882

（
明

治
15

）
年

）
で

は
，

そ
の
「
小
学
校
ノ
建
築
］
の
一
項
で
「
一
教
場
（
級
ヲ
分
ケ
タ
ル
学
校
以

下
同
シ
）
二
入
ル
ヘ
キ
児
童
ノ
数
ハ
凡
ソ
六
十
人
ヲ
最
多
数
ト
ス
而
シ
テ

授
業
並
二
管
理
上
便
ナ
ル
モ
ノ
ハ
三
十
人
内
外
ト
ス
」
と
し
て
，
1
教
場

（
1教

師
を
含
意
す
る
）
同

級
の
生
徒
3
0
人
程
度
が
理
想
で
最
多
で
も
60

人
ま

で
と

し
て

い
る

27
）

。
概
し
て
等
級
制
の
時
代
，
1教

師
の
受
持
ち
人

数
は

30
名

程
度

が
理

想
と

さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ

う
し

て
み

る
と

，
尋

常
小

学
校

で
生

徒
数

80名
ま

で
を

1教
師

で
教

授
し

て
も

よ
い

と
い

う
「

小
学

校
ノ

学
科

及
其

程
度

」
の

担
当

生
徒

数
の

規
定

は
過

大
な

設
定

で
あ

り
，

教
育

雑
誌

な
ど

で
批

判
さ

れ
る

こ
と
に

な
っ

た
。

こ
れ

に
対

し
て

，
当

時
，

森
文

部
大

臣
に

抜
擢

さ
れ

て
，

文
部

省
書
記
官
を
つ
と
め
て
い
た
能
勢
栄
は
，
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。

　
「

（
こ

の
規

程
に

つ
い

て
）

教
場

内
二

於
テ

教
員

ノ
受

持
ツ

生
徒

ノ
数

ハ
従

前
ヨ

リ
大

二
増

加
シ

タ
ル

如
ク

思
フ

者
ア

リ
連

モ
此

多
数

ノ
生

徒
ヲ

ー
人

ノ
教

員
ニ

テ
引

受
ケ

ル
コ

ト
ハ

六
ヶ

敷
カ

ル
ヘ

シ
杯

ト
心

配
ス

ル
者

ア
ル

ヲ
聞

ケ
リ

然
レ

ト
モ

ヨ
ク

心
ヲ

落
附

ケ
テ

考
見

ル
ニ

ー
教

場
内

二
入

ル
ヘ

キ
生

徒
ノ

数
ハ

新
令

ニ
ヨ

リ
テ

従
前

ヨ
リ

増
加

シ
タ

ル
ニ

ア
ラ

ス
シ

テ
却

テ
減

少
シ

タ
ル

位
ナ

ラ
ン

此
省

令
第

八
号

ノ
教

員
ト

云
フ

語
ハ

師
範

学
校

二
於

テ
卒

業
証

書
ヲ

得
ル

カ
或

ハ
学

力
試

験
ヲ

受
ケ

テ
何

レ
モ

正
当

ノ
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
所
ノ
真
正
ノ
教
員
即
チ
正
訓
導
ヲ
斥
シ
テ
云
フ
ナ
リ

真
正

ノ
教

員
ニ

シ
テ

然
ル

後
八

十
人

又
ハ

六
十

人
ノ

生
徒

ヲ
～

人
ニ

テ
受

持
ッ

コ
ト

ヲ
得

ル
ナ

リ
勿

論
此

訓
導

ノ
下

二
授

業
生

二
人

乃
至

三
人

位
ヲ

置
キ
教
員
ノ
手
伝
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
云
フ
迄
モ
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
」
28

）

　
規

程
中

の
「

教
員

」
は

，
正

教
員

の
こ

と
で

あ
っ

て
補

助
教

員
を

含
め

て
い

な
い

，
規

程
に

は
な

い
が

補
助

教
員

た
る

授
業

生
を

お
く

こ
と

を
想

定
し

て
い

る
の

で
，

1教
員

当
た

り
の

生
徒

数
は

従
前

よ
り

少
な

く
な

る

は
ず

だ
，

と
い

う
の

で
あ

る
。

確
か

に
，

授
業

生
1人

で
授

業
を

含
め

た

校
務

を
す

べ
て

行
っ

て
い

る
と

い
っ

た
学

校
も

あ
っ

た
こ

と
を

考
え
れ

ば
，

能
勢

の
説

明
も

首
肯

で
き

る
。

し
か

し
，

こ
の

時
期

教
員

数
は

急
減

し
て

お
り

，
前

年
1年

進
級

制
に

し
た

こ
と

か
ら

，
教

員
の

担
当

ク
ラ

ス

数
は

減
じ

た
か

も
し

れ
な

い
が

，
担

当
生

徒
数

は
増

加
し

て
い

る
計

算
に

な
る

。

　
さ

て
，

能
勢

の
議

論
で

注
目

さ
れ

る
の

は
，

生
徒

集
団

の
区

分
原

理
に

関
す

る
，

次
の

よ
う

な
主

張
で

あ
る

。
こ

の
規

定
は

，
た

ん
に

合
級

制
を

制
度

化
し

た
も

の
で

は
な

か
っ

た
。

　
「

改
正

ノ
教

則
ハ

学
科

ノ
数

少
ナ

ク
シ

テ
其

程
度

低
シ

且
従

前
ノ

学
級

ノ
編

制
ハ

概
ネ

単
級

ニ
シ

テ
ー

人
ノ

教
員

カ
ー

時
ニ

ー
級

宛
受

持
ツ

ヘ
キ

仕
組

ニ
シ

テ
若

シ
ー

人
ノ

教
員

力
巳

ム
ナ

ク
ニ

級
以

上
ヲ

同
時

二
受

持
ツ

場
合

ニ
ハ

合
級

教
授

ト
称

シ
テ

ニ
個

以
上

ノ
組

ヲ
ー

教
場

へ
配

列
シ

同
時

間
ノ

中
二

異
ナ

ル
コ

ト
ヲ

別
々

二
教

授
ス

ル
法

ナ
リ

シ
爾

来
ハ

連
級

教
授

法
又

ハ
無

等
級

教
授

法
ニ

ヨ
リ

テ
学

級
ヲ

編
制

シ
ニ

個
以

上
ノ

組
ヲ

ー
教

場
内

二
配

列
シ

同
時

間
ノ

中
二

同
シ

事
ヲ

ー
緒

二
教

ヘ
ル

コ
ト

ニ
ナ

セ
ハ

八
九

十
人

乃
至

百
人

位
ノ

生
徒

ヲ
ー

人
ニ

テ
教

授
ス

ル
コ

ト
ハ

格
別

六
ヶ

敷
事
ニ
ア
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヘ
シ
」
28）

　
こ

こ
で

，
同

一
教

場
に

あ
っ

て
も

同
時

に
1人

の
教

師
の

教
授

を
受

け

て
い

て
も

，
そ

の
内

容
は

，
教

授
内

容
は

等
級

に
応

じ
て

区
分

さ
れ

て
い

た
「
合
級
教
授
」
に
代
わ
っ
て
，
こ
れ
を
区
分
し
な
い
「
無
等
級
教
授
」

が
主

張
さ

れ
て

い
る

。
そ

の
根

拠
は

，
引

用
で

は
教

則
の

簡
略

化
に

求
め

ら
れ

て
い

る
。

確
か

に
「

小
学

校
ノ

学
科

及
其

程
度

」
は

，
教

科
目

と
尋

常
高

等
別

の
授

業
時

間
数

の
標

準
，

教
科

目
毎

の
「

程
度

」
（

教
育

目
標

）

が
規

定
さ

れ
て

い
る

だ
け

の
簡

略
な

も
の

で
あ

り
，

小
学

校
教

則
綱

領
の

よ
う

に
，

等
級

毎
に

こ
れ

を
示

し
た

も
の

で
は

な
っ

か
っ

た
。

さ
ら
に

r
無

等
級

教
授

」
で

よ
い

と
い

う
主

張
の

背
景

に
は

，
次

の
よ

う
な

教
育

目
的

・
目

標
の

把
握

が
あ

る
。

能
勢

は
言

う
。

ギ
小

学
校

ノ
教

育
ノ

目
的

ハ
何

々
ノ

学
科

ヲ
学

修
ス

ル
ニ

ア
ラ

ス
シ

テ
身

体
ヲ

発
育

シ
徳

性
ヲ

養
ヒ

能
力

ヲ
鍛

錬
シ

気
質

ヲ
造

ル
」

に
あ

る
。

こ
の

よ
う

な
教

育
蟹

標
の

機
能

主
義

的
な

把
握

や
「

気
質

」
の

養
成

と
い

っ
た

教
育

目
的

把
握

は
，

明
ら

か
に

森
の

教
育

思
想

の
代

弁
で

あ
る

。
さ

ら
に

，
教

師
生

徒
間

の
関

係
に

つ
い

て
次

の
よ

う
に

も
言

っ
て

い
る

。

　
「

小
学

校
ノ

教
授

ハ
其

学
科

ノ
智

識
ヲ

授
ク

ル
ト

共
二

同
時

二
其

生
徒

ノ
気

質
ヲ

鍛
錬

シ
習

慣
ヲ

矯
正

シ
人

物
ヲ

掠
へ

上
ル

コ
ト

ヲ
ナ

サ
ネ

ハ
ナ

ラ
ヌ

モ
ノ

ユ
へ

普
通

学
科

ノ
出

来
ル

ー
人

ノ
教

員
二

全
級

ノ
生

徒
ヲ

負
担

セ
シ

メ
師

弟
ノ

間
ヲ

親
密

ニ
ナ

シ
互

二
親

愛
ノ

情
ヲ

発
シ

教
員

ハ
生

徒
ヲ
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山
根
俊
喜
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前
期

小
学

校
に

お
け

る
生

徒
集

団
の

区
分

原
理

の
展

開

遇
ス
ル
コ
ト
子
ノ

如
ク
生
徒
ハ
教
員
二
接
ス
ル
コ
ト
親
ノ
如
ク

互
二

其
気

質
習
慣
ヲ
知
リ
合
ヒ
模
範
ト
ナ
ル
ベ
キ
善
良
無
暇
ノ
教
員
ノ
気

質
習

慣
ヲ

衆
生
徒
二
浸
ミ
込

マ
セ
シ
ム
ル
ニ
ア
リ
」
2
9）

　
性
格
形
成
を
目

標
の
第
一
に
据
え
，
そ
の
手
段
を
，
教
師
か

ら
子

ど
も

へ
の
あ
る
種
の
感

化
作
用
や
教
室
内
で
の
社
会
化
に
求
め
，
そ

の
た

め
に

は
，
等
級
に
区
分

し
て
そ
の
一
部
を
補
助
教
員
に
担
当
さ
せ
る

よ
り

，

「
無
等
級
学
校
」
と
し
て
そ
こ
に
「
善
良
無
暇
」
の
正
教
員

を
配

置
し

た

方
が
よ
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
，
知
育
を
後
景
に

お
き

訓
育

を
前
面
に
出
し
，
そ
の
た
め
等
級
と
い
う
知
的
な
学
力
に
よ
る

区
分

を
後

景
に
お
く
議
論
は
，
訓
育
の
内
容
は
異
な
る
と
は
い
え
，
教
育

勅
語

発
布

後
の
第
二
次
小
学
校
令
，
お
よ
び
そ
の
施
行
規
則
の
一
つ
で
あ

る
「

学
級

編
制
等
二
関
ス
ル
規
則
」
と
同
様
の
発
想
に
立
つ
も
の
で
あ
っ

た
と

い
え

る
。
た
だ
し
，
注
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
，
1
年

進
級

制

採
用

後
「

等
級

」
と

い
う

語
は

次
第

に
姿

を
消

し
て

い
っ
た

（
代

わ
り

に
，

年
，

年
級

な
ど

が
使

用
さ

れ
て

い
る

）
と

は
い

え
，
こ

の
時

点
で

は
，

ま
だ

，
試

験
に
よ
る
卒
業
・
進
級
制
度
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ

る
。

　
森

は
，

「
人

物
第
～
，
学
力
第
二
」
と
し
て
，
「
人
物
」
と
「
学
力
」
を

分
離
し
，
か
つ
「

人
物
」
を
上
に
お
い
た
。
進
級
・
卒
業
認
定

に
関

わ
っ

て
い
え
ば
，
森
が
問
題
に
し
た
の
は
，
修
身
科
に
お
け
る
行
為

・
行

動
あ

る
い
は
性
格
の

評
価
，
す
な
わ
ち
行
状
点
と
知
的
達
成
た
る
修

身
科

の
試

験
点
数
の
混
同
で
あ
り
，
ま
ず
こ
れ
を
分
離
し
て
，
修
身
科

は
知

的
教

科

の
達

成
と

し
て

評
定

し
，

行
為

・
行

動
・

性
格

に
つ

い
て
は

「
入

物
査

定
」

（
文

部
省

訓
令

11
号

，
1
8
87

（
明

治
20

）
年

8
月

6
日

）
に

よ
っ

て

こ
れ
を
，
「
学
力
」
か
ら
分
離
し
て
評
定
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る

。
森

が
小
学
校
教
育
に
お
い
て
力
を
注
い
だ
の
は
も
ち
ろ
ん
「
人
物

」
の

側
面

で
あ
り
，
「
学
力
」
の
比
重
は
稲
対
的
に
低
下
し
た
こ
と
が
予

想
さ

れ
る

が
，

な
お

，
試

験
に
よ
る
進
級
制
度
は
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
，
い
ず
れ

に
せ
よ
，
第
一
次
小
学
校
令
の
も
と
で
，
生

徒
数

と
い

う
量

的
基

準
の

区
分
原
理
が
制
度
化
さ
れ
た
。
「
学
級
編
制

等
二
関
ス
ル

規
則
」
（
18
91
（

明
治
2
4）

年
〉
は
，
学
級
編
成
に
関
わ
っ

て
い

え
ば

こ

の
延

長
線

上
に

だ
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
。

　
こ
の
規
則
の
お

よ
び
こ
の
規
則
に
関
す
る
文
部
省
説
明
似
下

「
説

明
」

と
略
言
己
）
の
全

体
的

特
徴

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。

　
①

学
箭

1鰯
以
来
，
等
級
，
～
定
期
間
の
教
育
課
程
，
修
学

期
間
な
ど
の

意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
「
学
級
」
を
「
一
人
ノ
本
科
正
教
員

ノ
ー

教
室

二
於
テ
同
時
二
教
授
ス
ヘ
キ
ー
団
ノ
児
童
」
（
「
説
明
」
）
を
指
す

と
し

て
，

従
前

の
，

グ
レ

イ
ド

を
意

味
し

た
「

等
級

」
と

は
異

な
る

概
念

だ
と

し

た
。

す
な

わ
ち

，
「
学
級
」
は
1
正
教
員
が
同
時
に
教
授
す
る
生
徒
集
団
で

あ
り
，
こ
の
生
徒
集
団
は
1
教
室
に
配
置
さ
れ
る
も
の
と
し
た

。
と

い
う

こ
と
は
，
学
級
の
編
成
に
お
い
て
は
学
力
等
質
か
異
質
か
，

同
年

齢
集

団

か
異
年
齢
集
団

か
と
い
う
問
題
は
，
2次

的
問
題
で
し
か
な
い

と
い

う
こ

と
で

あ
る

。
従

来
の
「
等
級
」
（
あ
る
い
は
「
年
級
」
等
）
の
学
力
な
い

し
課

程
の

グ
レ

イ
ド
に
対
応
す
る
概
念
と
し
て
「
学
年
」
を

充
て
た
。

　
②
こ
の
ク
ラ
ス

集
団
は
，
基
本
的
に
1
正
教
員
が
最
大
限
教

授
し

管
理

す
る
こ
と
が
可

能
な
「
生
徒
数
」
と
い
う
量
的
基
準
で
分
割
さ

れ
た

。
そ

し
て

，
1学

級
の

み
の

学
校

を
「

単
級

学
校

」
，

2
学

級
以
上

の
学

校
を

「
多

級
学

校
」

と
称

す
る

と
し

て
，

「
単

級
学

校
」

や
現

在
で
い

う
複

式
学

級
編

成
の

学
校

を
制
度
的
に
認
知
し
た
（
第
1条

）
。

　
学
級
の
生
徒
数

は
，
た
と
え
ば
，
市
町
村
立
尋
常
小
学
校
で

は
，

生
徒

数
70

人
未

満
の

と
き

は
1学

級
に

編
成

，
7
0
人

～
14

0
未

満
は

2
学

級
，

1
4
0人

以
上
の
と

き
は
5
0人

な
い
し
70

人
の
割
で
適
宜
編
成
す

る
こ

と
と

し
，
ほ
ぼ
学
級
規
模
7
0
名
以
下
を
標
準
と
し
た
。
た
だ
し
，

1
0
0人

未
満

で
も
1学

級
に
編

成
し
て
も
よ
い
（
第
2
条
）
。
こ
の
生
徒
数

の
規

定
要

因

は
「

教
育

上
ノ

便
」

「
経

済
上

ノ
事

情
」

お
よ

び
「

正
教

員
不

足
」

（
文

部

省
説
明
）
と
さ

れ
て
い
る
が
，
明
ら
か
に
「
教
育
」
よ
り
「
経

済
」

を
優

先
し

た
も

の
で

あ
る

。

③
多

級
学

校
で

は
「

児
童

ノ
学

力
及

年
齢

ヲ
甚

卿
」

し
て

学
級
を
分
け

る
こ
と
（
第
1条

）
，
「
児
童
ノ
年
齢
学
力
ノ
等
差
二
依
リ
全
校
ノ
児
童
ヲ

ニ
等

級
以

上
二

編
制

ス
ル

モ
ノ

ヲ
多

級
ノ

学
級

ト
称

ス
」

（
「
説

明
」

）
と

い
う
よ
う
に
，
学
級
の
第
2の

区
分
原
理
と
し
て
「
学
力
」
と
「
年
齢
」

を
提

示
し

た
。

多
級

学
校

の
編

成
法

と
し

て
は

，
本

科
正

教
員
2人

の
場

合
，

第
1，

第
2学

年
，

第
3，

第
4学

年
を

合
わ

せ
て

2学
級

と
す

る
，
等
を
例
示
し
た
。
な
お
「
学
年
」
に
つ
い
て
は
明
確
に
規
定
さ
れ
て

お
ら

ず
，

こ
の

規
則

と
説

明
か

ら
見

る
限

り
，

「
学

年
jは

，
従
前
の
学

力
に

よ
っ

て
区

分
さ

れ
た

「
等

級
」

と
岡

じ
で

は
な

く
，

「
学
力

と
年

齢
」

と
い
う
2つ

の
基
準
を
混
在
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
こ

の
「

学
年

」
の

区
分

に
お

い
て

「
年

齢
」

と
「

学
力

」
の
い
ず
れ
が

優
先

す
る

か
は

，
進

級
認

定
の

内
容

に
か

か
っ

て
い

た
。

第
2次

小
学
校

令
下

の
「

小
学

校
教

貝
ll大

綱
」

（
1891（

明
治

24）
年

11月
17日

）
で

は
，

①
「

小
学

校
ノ

学
科

及
其

程
度

」
と

同
じ

く
，

教
科

毎
学

年
別
の
教
育
課

程
は

示
さ

れ
て

お
ら

ず
，

卒
業

認
定

に
つ

い
て

は
，

校
長

ま
た
は
首
座
教

員
が

，
「

修
業

年
限

ノ
終

リ
」

に
お

い
て

（
し

た
が

っ
て

等
級
制
の
時
代

の
よ

う
に

飛
び

級
な

ど
は

想
定

さ
れ

て
い

な
い

）
「

児
童

ノ
学
業
ノ
成
績

ヲ
考
へ
小
学
校
教
則
二
定
メ
タ
ル
課
程
ヲ
完
了
セ
リ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ

卒
業
証
書
ヲ
授
与
ス
ヘ
シ
」
（
第
22条

）
と
い
う
規
定
は
あ

る
も
の
の
，

進
級

に
つ

い
て

の
規

定
は

な
い

，
②

か
つ

そ
の

「
説

明
」

で
は
，
卒
業
認

定
は

卒
業

時
の

試
験

だ
け

で
な

く
「

平
素

ノ
行

状
学

業
ヲ

モ
勘
酌
」
し
て

行
う

こ
と

，
③

学
年

聞
の

進
級

に
つ

い
て

は
，

ザ
説

剛
で
，
学
年
末
に

お
い

て
，

卒
業

認
定

に
準

じ
て

「
一

学
年

間
ノ

成
績

ヲ
調

査
」
し
，
そ
の

「
進
歩
ノ
相
当
ナ
ル
」
生
徒
に
「
修
業
証
書
」
を
与
え
る
の
は
「
地
方
ノ

便
宜

ナ
ル

ヘ
シ

」
，

と
い

う
だ

け
で

，
進

級
認

定
を

必
ず

行
わ
な
け
れ
ば

な
ら

な
い

と
は

し
て

い
な

い
こ

と
（

地
方

の
実

態
は

こ
こ

で
は
お
い
て
お

く
）
，
④
点
数
に
よ
る
試
験
成
績
表
示
を
禁
止
し
，
比
較
の
意
味
を
も
た

な
い

適
切

な
評

語
を

使
う

よ
う

指
示

し
て

い
る

こ
と

，
等

か
ら
し
て
，

「
学
力
」
の
進
級
認
定
に
お
け
る
比
重
の
後
退
，
し
た
が
っ
て
「
年
齢
」

の
比

重
の

高
ま

り
が

推
察

さ
れ

よ
う

。

　
さ

て
，

「
学

級
編

制
等

二
関

ス
ル

規
則

」
で

は
，

生
徒

数
，
学
年
（
年

齢
，

学
力

）
の

他
に

，
教

科
目

，
教

材
に

よ
っ

て
学

級
内

に
小
集
団
を
分

化
さ

せ
，

あ
る

い
は

1学
級

を
超

え
た

集
団

編
成

を
行

う
こ
と
も
提
起
し

て
い

る
。

こ
の

規
則

の
文

部
省

説
明

で
は

，
単

級
小

学
校

内
部
の
小
集
団

編
成

に
つ

い
て

次
の

よ
う

に
述

べ
て

い
る

。

　
「

単
級

尋
常

小
学

校
二

於
テ

ハ
児

童
ノ

年
齢

及
学

力
等

差
二
依
リ
之
ヲ

数
部

二
区

分
シ

テ
教

授
ス

ル
ヲ

以
テ

通
例

ト
ス

此
ノ

如
ク

区
分
ス
ル
モ
教

科
目
ノ
種
類
二
依
リ
又
ハ
同
～
教
科
目
中
教
授
ノ
事
項
二
依

リ
テ
数
部
ノ

児
童

二
同

一
ノ

教
授

ヲ
施

ス
コ

ト
ヲ

得
ヘ

ク
又

～
部

ノ
児

童
ヲ
更
二
二
分

シ
テ
其
各
半
二
特
別
ノ
教
授
ヲ
施
ス
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ

シ
其
～
例
ヲ

挙
ク

レ
ハ

修
身

唱
歌

ノ
ー

部
分

ノ
如

キ
ハ

甲
乙

若
ク

ハ
乙

丙
丁
ノ
ニ
部
又

ハ
全

級
ノ

児
童

二
同

一
ノ

教
授

ヲ
施

ス
コ

ト
ヲ

得
ヘ

ク
読

書
作
文
習
字
算

術
ノ
如
キ
モ
教
授
上
ノ
便
宜
二
依
リ
テ
ハ
其
～
部
分
ノ
教
授

ヲ
甲
乙
若
ク

ハ
乙

丙
二

部
ノ

児
童

二
同

～
二

施
ス

コ
ト

ヲ
得

ヘ
シ

之
二

反
シ
テ
読
書
算

術
ノ

如
キ

ハ
第

三
学

年
第

及
第

四
学

年
ノ

児
童

ヲ
合

セ
テ

ー
部
ト
シ
タ
ル

場
二

在
リ

テ
ハ

教
授

ノ
都

合
二

依
り

其
児

童
ヲ

ニ
分

シ
テ

教
授
ス
ル
ノ
必

要
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ト
ア
ル
ヘ
シ
之
テ
要
ス
ル
ニ
～
学
級
ノ
児
童
バ
ー
人
ノ

本
科

正
教

員
之

テ
担

当
シ

テ
同

時
二

教
授

ス
ル

モ
ノ

ナ
レ

ハ
其
ノ
児
童
ヲ

区
分

ス
ル

ハ
単

二
教

授
上

ノ
便

宜
二

出
ツ

ル
モ

ノ
ニ

シ
テ

強
テ
之
二
拘
泥

ス
ヘ

カ
ラ

サ
ル

ナ
リ

故
二

丙
部

ノ
見

童
ヲ

乙
部

二
移

シ
又

ハ
甲
部
ノ
児
童

ヲ
乙
部
二
転
ス
ル
カ
如
キ
モ
ー
二
教
員
ノ
見
込
二
依
リ
教
授

ノ
便
宜
二
従

フ
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
之
テ
従
前
二
於
ケ
ル
学
年
ス
ナ
ハ
チ
等

級
ノ
進
退
ト

同
視

ス
ヘ

キ
ニ

ア
ラ

サ
ル

ナ
リ

」
（

下
線

は
筆

者
）

　
こ

う
し

て
，

単
級

学
校

の
教

員
は

，
年

齢
，

学
力

，
学

年
の
異
質
な
70

名
に

も
及

ぶ
生

徒
集

団
を

，
教

科
目

，
教

材
に

応
じ

て
，

「
教
授
上
ノ
便
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研
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宜
」
に
よ
っ

て
分

割
し

な
が

ら
，

教
授

す
る

こ
と

を
期

待
さ

れ
た

の
で

あ
っ
た
。
ま
た
，
多
級
学
校

で
は
，
修
身
，
唱
歌
，
体
操
，
裁
縫
等
の
教

科
に
関
し
て
は
，
本
科
正
教

員
が
数
学
級
，
ま
た
は
学
級
の
一
部
を
合

し

て
教

授
し

て
も

よ
い

（
第

8
条
，
お
よ
び
文
部
省
説
明
）
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
，
学
校
内
部
の

生
徒
集
団
編
成
は
，
教
科
，
教
材
に
よ
っ

て

弾
力
的
に
運
用
さ
れ
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
た
が
，
と
く
に
単
級
学
校
，

あ

る
い

は
複

式
編

成
の

学
級

の
教
授
実
践
は
困
難
を
極
め
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
，
単
級
学
校
内
部

を
教
科
目
や
教
材
に
よ
っ
て
実
際
に
ど
う
小

集
団
に
分
割
す
る
か
，
こ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
教
授
を
行
う
か
（

た

と
え
ば
「
同
時
同
科
」
か
「
同
時
異
科
」
か
）
と
い
っ
た
こ
と
を
テ
ー
マ

と
す
る
単

級
学

校
教

授
法

書
が

著
さ

れ
る

こ
と

に
な

っ
た

。
単

級
学

校

は
，
明
治
末
年
に
向
か
っ
て
，
就
学
率
の
向
上
に
よ
り
急
激
に
減
少
し

て

い
く

。
し

か
し

そ
こ

で
成

立
し
て
く
る
，
多
級
学
校
に
お
け
る
学
級
は
，

進
級
基
準
の
緩
和
に
よ
り
，
年
齢
は
ほ
ぼ
同
一
で
も
，
単
級
学
校
と
同

じ

く
（

そ
の

程
度

は
異

な
る

と
は
い
え
）
学
力
異
質
の
集
団
で
あ
り
，
生
徒

数
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
学
力

異
質
の
多
数
の
生
徒
集
団
に
対
す
る
～
斉
教

授
に
あ
る
種
の
行
き
詰
ま
り

が
出
て
き
た
と
き
，
学
級
内
部
を
再
び
内

部

区
分
す
る
こ
と
が
発
想
さ
れ
る
。
こ
の
時
，
参
照
さ
れ
る
の
が
単
級
学
校

の
集
団
編
成
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
，
学
年
別
学
級
は
，
単
級
学
校
の

縮
小
版
と

み
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

30
已

お
わ

り
に

　
生
徒
数
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
ク
ラ
ス
を
編
成
し
単
級
学
校
を
公
認

し

た
「
学
級
編
制
等
二
関
ス
ル
規
則
」
は
，
何
ら
か
の
意
味
で
等
質
な
ク
ラ

ス
を
編
成
し
，
一
斉
教
授
に
よ
っ
て
教
育
能
率
を
高
め
て
い
く
と
い
う
方

向
と
は
ほ
ど
遠
く
，
明
ら
か
に
人
的
物
的
費
用
の
軽
減
を
優
先
し
た
も
の

で
あ

っ
た

。
教

育
理

念
と

の
関
係
で
い
え
ば
，
教
育
勅
語
の
発
布
の
も
と

で
の
民
衆
の
知
的
啓
蒙
か
ら
臣
民
の
訓
育
，
教
化
，
す
な
わ
ち
知
育
か
ら

訓
育
へ
の
教
育
目
的
の
シ
フ

ト
と
い
う
路
線
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た

こ
と

も
確
か
で
あ
る
。

　
し
か
し
，
確
か
に
訓
育
重
視
だ
が
，
知
育
の
側
面
に
お
い
て
も
一
定

水

準
の
学
力
お
よ
び
，
そ
れ
を
生
み
出
す
教
授
法
を
担
保
で
き
る
と
い
う

見

通
し
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
高
等
師
範
学
校
附
属
小
学

校
は
，
1
8
8
7（

明
治

2
0）

年
，

府
下

の
貧

民
子

弟
を

集
め

て
「

単
級

教

場
」
を
開
設
し
教
育
実
験
を
開
始
し
た
が
，
そ
の
第
1
回
目
の
成
績
報
告

書
で
は
，
試
験
成
績
を
附
属

小
学
校
生
徒
の
そ
れ
と
比
較
し
，
「
我
単
級

教
場
生

徒
ノ

学
力

ハ
附

属
学

校
相

当
年

級
二

多
ク

下
ラ

ザ
ル

ヲ
見

ル
ベ

シ
」
と

し
て

い
る

3り
。

ま
た
，

「
学

級
編

制
等

二
関

ス
ル

規
則

」
に

1ヶ
月

遅
れ
て
出
さ
れ
た
報
告
書
で
は
，
学
科
目
，
学
力
年
齢
に
よ
っ
て
，
ク

ラ

ス
内
部
の
集
団
編
成
を
弾
力
的
に
変
更
す
る
こ
と
と
と
も
に
，
教
科
目

ご

と
の

具
体

的
な

教
授

法
を

提
案
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
「
一
教
員
ニ

テ
数
多
生
徒
ノ
監
督
ハ
十
分
届
カ
サ
ル
ヘ
キ
ニ
ヨ
リ
課
業
ハ
凡
テ
其
結

果

二
於

テ
責

任
ヲ

（
生

徒
に

一
筆
者
注
）
負
ハ
シ
ム
ヘ
シ
」
と
し
て
，
た
と

え
ば
習
字
で
は
「
自
己
不
注
意
ノ
過
失
ア
ル
時
ハ
此
清
書
ヲ
晶
評
セ
ス
シ

テ
衝
キ
返
シ
幾
回
ニ
テ
モ
完

全
二
至
ル
マ
テ
ハ
元
ノ
所
ヲ
習
ハ
シ
ム
ル
］

3
2）

と
い

っ
た

方
法

を
伴

う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
，
単
級
学
校
で
奨

励

さ
れ
た
「

自
治

」
「

自
修

」
の

性
格

の
一

端
が

現
れ

て
い

る
。

　
さ
て
，
他
方
，
等
級
制
が
標
榜
し
た
，
学
力
を
第
一
の
区
分
原
理
と

す

る
生
徒
集
団
編
成
は
，
第
1
次
，
第
2
次
小
学
校
令
の
も
と
で
，
実
践
的
に

全
く
放
棄
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
。
数
少
な
い
事
例
と
し
て
，
1
8
9
0（

明

治
2
3
）
年
に
始
め
ら
れ
た
，
地
方
中
心
都
市
の
大
規
模
学
校
で
あ
っ
た
松

本
尋
常
小
学
校
の
能
力
別
の
ク
ラ
ス
編
成
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
，
「
管
理

ノ
便
ヲ
捨
テ
テ
教
授
ノ
便
ニ
ヨ
リ
」
，
同
年
級
の
生
徒
を
学
力
別
に
区

分

し
て

そ
れ

ぞ
れ

の
ク

ラ
ス

に
配
置
し
て
い
る
。
ま
た
，
資
格
認
定
型
の
進

級
制
度
に
つ
き
も
の
の
落
第

問
題
に
対
し
て
は
，
促
進
学
級
の
形
態
を
と

る
’
落

第
生

」
ク

ラ
ス

も
設

け
ら

れ
て

い
る

。
33）

し
か

し
，

量
的

基
準

を

生
徒

集
団

編
成

の
第

一
原

理
と

す
る

当
時

の
政

策
状

況
の

な
か

で
，

ま
た

小
学

校
簡

易
科

の
設

置
，

そ
し

て
単

級
学

校
，

複
式

学
級

が
多

数
を

占
め

る
当
時
の
状
況
の
な
か
で
こ
う
し
た
試
み
が
広
が
る
べ
く
も
な
か
っ
た
。

能
力

・
学

力
別

編
成

や
「

劣
等

児
」

な
ど

と
呼

ば
れ

た
学

力
不

振
児

が
広

く
問

題
に

な
る

の
は

，
履

修
主

義
型

の
進

級
制

度
が

ほ
ぼ

成
立

し
，

同
一

学
年

内
で

の
学

力
格

差
の

拡
大

と
い

う
事

態
が

教
授

上
の

困
難

と
し

て
広

く
自
覚
さ
れ
て
く
る
，
明
治
三
〇
年
代
後
半
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

註1）
以

下
で

は
，

等
級

制
の

も
と

で
の

生
徒

集
団

，
学

級
制

の
も

と
で

の

　
生

徒
集

団
を

含
め

，
教

授
一

学
習

の
単

位
組

織
と

し
て

の
生

徒
集

団
を

　
便

宜
的

に
ク

ラ
ス

（
class）

と
い

う
語

で
表

記
す

る
こ

と
に

す
る

。

2）
「

明
治

前
期

の
小

学
校

に
お

け
る

等
級

制
，

試
験

と
進

級
一

『
臼

本

　
的
』
学
級
シ
ス
テ
ム
の
形
成
（
1）

」
（
『
鳥
取
大
学
教
育
地
域
科
学
部

　
紀
要
（
教
育
・
人
文
科
学
）
』
1－

1，
1999．

9）
。
な
お
，
「
履
修
主
義
」

　
｜

修
得

主
義

」
と

い
う

用
語

の
含

意
，

お
よ

び
学

級
「

編
成

」
と

学
級

　
「

編
市

IJjと
い

う
用

語
の

使
用

法
｝

こ
つ

い
て

は
，

こ
の

稿
の

註
を

参
照

　
さ
れ
た
い
。

3）
濱
名
陽
子
∫
わ
が
国
に
お
け
る
『
学
級
綱
の
成
立
と
学
級
の
実

態

　
の
変
化
に
関
す
る
研
究
」
『
教
育
社
会
学
研
究
』
第
38集

，
1983，

p．

　
154。

4＞
諸
葛
信
澄
『
小
学
教
師
必
携
』
1873，

『
近
代
日
本
教
科
書
教
授
法
資

　
料

集
成

　
第

1巻
』

，
東

京
書

籍
，

1982，
p．

16。

5）
文
部
省
編
『
小
学
教
師
心
得
』
師
範
学
校
，
1873，

『
明
治
大
正
教
師

　
論
文
献
集
成
第
1巻

』
ゆ
ま
に
書
房
，
1990，

p．
7。

6）
　
1司

上
，
　
Pユ

0。

7）
諸

葛
信

澄
『

補
正

小
学

教
師

必
携

』
］

875，
前

掲
『

近
代

日
本

教
科

　
書

教
授

法
資

料
集

成
　

第
1巻

』
p．

32。

8）
同
上
，
p．

36－
37。

9）
国

立
教

育
研

究
所

『
日

本
近

代
教

育
百

年
史

　
4』

1974，
ジ

．
534。

1
0
）
伊
沢
修
二
『
学
校
管
理
法
」
第
4版

，
白
梅
書
屋
蔵
版
，
1885，

（
正

　
続
合
版
，
初
版
は
本
文
記
載
の
と
お
り
）
，
pp．

1．
2。

1
1）

文
部
省
正
定
『
小
学
生
徒
心
衛
1873，

海
後
宗
臣
編
細
本
教
科

　
書

体
系

　
近

代
編

　
第

1巻
』

講
談

社
，

1961，
pp。

560－
562。

1
2
）
金
子
尚
政
閲
，
筑
摩
県
師
範
学
校
編
纂
『
上
下
小
学
授
業
法
細
記
』

　
187

4
年

，
前

掲
『

近
代

日
本

教
科

書
教

授
法

資
料

集
成

　
第

1巻
』

　
1982，

　
p．

1710

ユ
3）

　
同

上
，

　
PPユ

71－
1740

1
4
）

生
駒

恭
人

『
小

学
授

業
術

大
意

jl876，
前

掲
『

近
代

日
本

教
科

書

　
教

授
法

資
料

集
成

　
第

1巻
』

1982，
pp。

207－
210。

1
5
）

「
学

務
吏

員
成

議
案

」
『

教
育

雑
講

文
部

省
，

第
6号

付
録

（
佐

藤

　
秀

夫
編

『
明

治
前

期
文

部
省

刊
行

誌
集

成
」

1981，
所

収
）

。

1
6
）
三
妊
学
『
授
業
日
誌
上
』
岩
村
町
教
育
委
員
会
，
1993，

pp．
186－

　
187。

1
7
）
「
長
崎
県
伺
」
『
文
部
省
日
誌
』
第
3号

，
1880（

佐
藤
秀
夫
編
『
明

　
治

前
期

文
部

省
刊

行
誌

集
成

』
1981，

所
収

）
。

1
8
）
「
山
ロ
県
伺
」
『
文
部
省
日
誌
』
第
48号

，
1882（

佐
藤
秀
夫
編
冨

明

　
治

前
期

文
部

省
刊

行
誌

集
成

』
7，

1981，
所

収
）

。

19）
松

本
貢

『
東

京
茗

渓
会

雑
誌

』
第

ユ
3号

，
1884．

4，
ρ

p．
57－

58。

20
＞
『
東
京
茗
渓
会
雑
誌
』
第
27号

，
1885．

4，
pp35－

36。

21
）

『
大

日
本

教
育

会
雑

誌
』

第
11号

，
1784，

9，
p．

89以
下

。

22
）

「
町

村
立

小
学

校
設

置
廃

止
規

則
」

『
福

岡
県

教
育

百
年

史
　

第
1

　
巻

」
1977，

p．
715。

23
）

伊
東

忍
『

小
学

合
級

教
授

』
1884，

『
近

代
日

本
教

科
書

教
授

法
資

　
料

集
成

　
第

3巻
』

東
京

書
籍

，
1982，

p．
559。

2の
山

田
行

元
「

合
級

教
授

論
」

文
部

省
『

教
育

雑
誌

』
第

81，
82号

，



70
山
根
俊
喜
　
明
治

前
期

小
学

校
に

お
け

る
生

徒
集

団
の

区
分

原
理

の
展

開

　
1
87

＆
10

，
11

（
佐

藤
秀

夫
編

『
明

治
前

期
文

部
省

刊
行

誌
集

成
』

1
9
81，

　
所
収
）
。

25
）
『
青
森
県
教
育
史

』
第

3巻
，

1
970，

pp
．

28
2－

286。

2
6）

金
子

尚
政

閲
，
筑
摩
県
師
範
学
校
編
纂
『
上
下
小
学
授
業
法
細
記
』

　
1
8
74
，
『
近
代

日
本
教
科
書
教
授
法
資
料
集
成
　
第
1
巻
』

19
8
2，

p．

　
171

。

2
7）

『
文

部
省

示
諭
膓
18
82
．
12
，
国
立
教
育
研
究
所
『
教
育

史
資
料
1

　
学
事
諮
問
会
と

文
部
省
示
諭
』
19

7
9，

p．
57

。

2
8）

能
勢
栄
「
一

教
場
内
二
入
ル
ベ
キ
ノ
生
徒
ノ
数
」
『
教
育

報
知

』
第

　
4
7
号

，
　

1
8
8
6
ユ

2
．

18，
　
pユ

1。

2
9）

能
勢

栄
「

一
教
場
内
二
入
ル
ベ
キ
ノ
生
徒
ノ
数
（
承
前
）

」
『
教
育
報

　
知
』
　
第
48号

，
　
1887ユ

ユ
，
　
pユ

lo

3
0
）
佐
藤
秀
夫
は

，
明
治
3
0年

代
後
半
に
一
般
に
成
立
し
て
く

る
学

年
別

　
学

級
を

「
単

級
が

細
胞

化
し

て
そ

の
一

つ
一

つ
の

「
組

」
（
単
級
学
校

　
内

部
の

小
集

団
一

筆
者

注
）

が
独

立
の

『
学

纏
に

成
長

し
た
も
の
」

　
と

説
明

し
て

い
る

が
，

こ
の

こ
と

は
，

集
団

編
成

の
形

態
か
ら
い
っ
て

　
も

妥
当

す
る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

（
佐

藤
秀

夫
「

明
治

期
に
お
け
る

　
『

学
級

』
の

成
立

過
程

」
『

教
育

』
第

289号
，

1970．
6，

p．
24

。
）
。

31）
黒

田
定

治
『

単
級

教
授

成
績

報
告

』
1888，

前
掲

『
近

代
日
本
教
科

　
書

教
授

法
資

料
集

成
　

第
3巻

』
1982，

p．
643。

32）
勝

田
松

太
郎

『
高

等
師

範
学

校
附

属
学

校
単

級
教

場
…

報
告

』
1892，

　
同
前
，
　
P．

6610

33＞
『

松
本

尋
常

小
学

校
日

誌
』

明
治

二
三

年
四

月
一

臼
の

項
，
重
要
文

　
化
財
旧
開
智
学
校
資
料
刊
行
会
『
史
料
開
智
学
校
　
第
一
巻
　
学
校
日

　
誌
　
（
1）

』
　
1980，

　
p．

70。


